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提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820010
新資格「幼
保士」(仮称)
の新設

教職員免許法第
３条第１項、
同法第５条

　幼稚園における教職員については幼稚園の教員免許状を有
するものでなければなりません。

Ｃ -

　幼稚園の教員免許状と保育士資格については、①満3歳からの子
どもを対象に1日に4時間を標準とした教育を行う学校である幼稚園
と、②保護者の就労等の事情により保育に欠ける0歳からの子ども
を対象に1日原則8時間の保育を行う児童福祉施設である保育所とい
う両施設の目的・役割の違いを踏まえたものとなっています。
  このため、①幼稚園の教員免許状保有者は、教職の意義及び教員
の役割を理解し、適切に教育課程を編成して満3歳からの子どもの
指導に当たる能力を有することに力点が置かれているのに対し、②
保育士資格保有者は、児童福祉、小児保健、小児栄養、保育原理、
基礎的な教育原理を幅広く理解し、専門的知識を持って0～2歳児の
低年齢児を含む子どもの保育に当たる能力の養成に力点が置かれて
いるものであって、これらを単純に一元化し、新たな国家資格を創
設することは困難です。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ再度検
討し回答され
たい。
併せて、両資
格において趣
旨目的が異な
るとしても、
２つの免許を
取りやすくす
るなど工夫が
できないか検
討し回答され
たい。

両施設・資格の主旨は異な
るわけですが、今次特区化
の結果として、省の領域を
超えて社会の変容に柔軟に
対応され新たに「認定こど
も園」が設置されますこと
は、喜ばしいことでありま
す。本提案もこの施策の主
旨に合致する内容であり、
同様に柔軟なご検討を再度
お願いするものでありま
す。

Ｃ
―

  前回ご回答させていただいたように、幼稚園の教員免許状
と保育士資格は、それぞれ幼稚園と保育所という両施設の目
的・役割の違いを踏まえたものとなっており、これらを単純
に一元化し、新たな国家資格を創設することは困難であると
考えています。
　一方で、近年幼児を取巻く課題は多様化し、認定こども園
の創設など幼保の一層の連携促進が求められている中、教
育・保育双方の資質を備えた人材が望まれています。このた
め、文部科学省・厚生労働省では、幼稚園教員免許状と保育
士資格の併有を促進するため、
　①両資格の養成施設（短大など）での必要単位の取得を促
進
　②幼稚園教員による「保育士試験受験」の促進
　③保育士を対象とした「幼稚園教員資格認定試験」の創設
などを行っているところです。
　今後とも、両資格の併有促進を通じて、社会の要請に応え
て参りたいと考えています。

右の提案主体から
の意見を踏まえ再
度検討し回答され
たい。

　両施設・資格の趣旨は元々異なりますが、今
回実施の特区化の結果、「認定こども園」が新
設されることは誠に喜ばしいことであります。本
提案は今次施策の趣旨に沿うもので、新規施
設への対応はもとより、社会の変遷、過渡期の
要請に応える資格としてご検討願い、専門学校
もその範疇に加えていただきたくお願いいたし
ます。

Ｃ ―

　幼稚園の教員免許状と保育士資格は、それぞれ幼稚園
と保育所という両施設の目的・役割の違いを踏まえたも
のとなっており、これらを単純に一元化し、新たな国家
資格を創設することは困難です。
　また、認定こども園は、幼稚園、保育所とは異なる新
たな第3類型の施設を設けるものではなく、職員資格に
ついても、両資格の併有を求める仕組みとしています。
　現在でも、新卒者の8割以上は両資格を取得している
ところですが、引き続きこうした両資格の併有促進を進
めていきたいと考えています。
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　保育所、幼稚園両施設及び幼保
園における児童の保育･教育に携
わる要員として、新しい国家資格
「幼保士｣又は「保幼士」(仮称)を新
設し、既存の保育士養成施設ある
いは幼稚園教諭養成施設におい
て養成する。

　幼保一元化の流れの中で、幼児を
取巻く課題は多様化しつつあり、幼保
園における保育及び教育を担当する
資質･資格を兼備した専門職を育成
することが望まれる。同資格所有者
は、既存の保育所、幼稚園いずれの
施設においても、同資格を活用する
ことができるように図る。

学校法人
姫路文化
学園　姫
路福祉保
育専門学
校

文部科学省
厚生労働省

0820011

専門学校
（専修学校）
の幼稚園教
員資格養成
施設認定

　教育職員免許
法別表第一備考
第３号、
同法施行規則第
２７条、第２８
条第１項

　教員には、教科や児童生徒等に関する高い専門的知識や広
く豊かな教養などが求められることから、その養成は原則と
して、大学において行うこととしています。

Ｃ -

　我が国における教員養成は、大学における教員養成を原則として
おり、平成１８年７月に中央教育審議会から出された答申「今後の
教員養成・免許制度の在り方について」においては、この原則に基
づく改革が提言されています。このため、大学以外の教育機関にお
いて教員養成を拡充することは、現在の改革の流れに逆行するもの
です。
　また、現在ある幼稚園教員の指定教員養成機関については、昭和
２４年に教員免許制度が創設された際、格段に増加した教員需要に
対応するため、大学における教員養成を補完するために設けられた
もので、昭和５５年以降新たな指定は行っていません。このため、
専修学校を幼稚園教員の指定教員養成機関として、新たに指定する
ことは制度趣旨に鑑みて困難です。なお、専修学校を改組し、大学
として認可を受けて開設される学科等については、当然ながら教職
課程の認定の対象となります。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ再度検
討し回答され
たい。

時勢に応じて、幼稚園、保
育所に勤務する職員に、双
方の資格取得を勧めていま
すが、本提案はその主旨に
沿うものであります。戦後
の制度改定時、必要措置と
して専門学校に教員養成を
認可した実績があります
が、時代の要請に伴い、先
例を適用いただきたく再検
討をお願いいたします。

Ｃ ―

　昭和２４年に教員免許制度が創設された際、格段に増加し
た教員需要に対応するため、専修学校を指定教員養成機関と
して指定をしましたが、教員養成は基本的に大学において行
うとされていることから、昭和５６年以降、指定教員養成機
関の指定は行っておりません。また、平成１８年７月に中央
教育審議会から出された答申「今後の教員養成・免許制度の
在り方について」においては、大学における教員養成の原則
の重要性を再確認し、当該原則に基づく改革が提言されたと
ころです。

右の提案主体から
の意見を踏まえ再
度検討し回答され
たい。

　幼稚園・保育所両施設の職員に対して、双方
の資格を取得するよう勧めておられますが、本
提案はその趣旨に沿うもので、過去教員免許
制度創設時の必要措置として専門学校に幼稚
園教員養成の認可を行いその後も継続してい
る実績があり、先例に倣い是非とも新規認可
のご検討をお願いします。

F Ⅳ

　昭和２４年に教員免許制度が創設された際、格段に増
加した教員需要に対応するため、専修学校を教員養成機
関として指定をしましたが、教員養成は基本的に大学に
おいて行うとされていることから、昭和５６年以降、教
員養成機関の指定は行っておりません。また、平成１８
年７月に中央教育審議会から出された答申「今後の教員
養成・免許制度の在り方について」においては、大学に
おける教員養成の原則の重要性を再確認し、当該原則に
基づく改革が提言されたところです。
　しかしながら、他方で、認定子ども園の創設という現
在の社会状況を考えれば、保育士の養成機関である専修
学校に対して、特例的に幼稚園の教員養成機関としての
指定を行うことも、一つの施策として、その対応が求め
られていると思われます。このため、専修学校を教員養
成機関として指定するためには、答申の提言との整合
性、これまでの指定の要件や他の学校種との制度バラン
ス等を考慮した上で、どのような要件であれば、幼稚園
の教員養成機関として指定を行うことが適当なのか、そ
の在り方について検討する必要があると考えます。これ
らのことを検討した上で、平成１８年度中に結論を得る
予定です。
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　新資格が認められない場合に
は、過去に文部省が専修学校(専
門学校)に対して幼稚園教諭養成
施設認定の実績があり、少なくとも
保育士養成施設に対して幼稚園
教諭養成施設として認可する。

　万一新資格を設置できない場合に
は、少なくとも厚労省認可の保育士
養成機関に対して、文科省は幼稚園
教諭養成機関として認可し、認可を
受けた学校は両資格を具備する有為
な人材の育成を図る。これは政府の
方針にも沿うものである。既述のとお
り、過去にも認可の実績があり、両資
格の認定に絡む作業はさほど困難と
は思われない。

学校法人
姫路文化
学園　姫
路福祉保
育専門学
校

文部科学省
厚生労働省

0820020

高等学校学
習指導要領
の必履修教
科・科目の
弾力化

学校教育法施行
規則第五十七条
の二
高等学校学習指
導要領
平成１５年３月３
１日文部科学省
告示第５６号

　学校教育法施行規則の規定によらない教育課程の編成につい
ては、平成１５年３月３１日付の文部科学省告示第５６号により、構
造改革特別区域研究開発学校設置事業（事業番号８０２）により、
実現可能とされています。

Ｄ -

　御提案のとおり、現行の学習指導要領では、普通科においては「専門科
目の履修」を「必履修科目の履修」に置き換えることが認められていませ
んが、学校教育法等に示されている高等学校の目標等を踏まえた上であ
れば、構造改革特別区域研究開発学校設置事業において教育課程の編
成・実施は実現することが可能となっております。
つきましては、今後、具体的にどのような「専門科目の履修」を「必履修科
目の履修」に置き換える特例とするのかを御相談させていただければと思
います。

Ｄ ―
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普通科と専門学科が併設さ
れた高等学校の普通科にお
いては、必履修教科・科目
の一部を専門科目に置き換
える。

普通科と理数科・体育科など
の専門学科が併設された高校
において、普通科において「専
門科目の履修」を「必履修科目
の履修」に置き換える（例 理数
物理の履修で物理Ⅰの履修と
する）といった学習指導要領の
弾力化を実施したい。

徳島県
文部科学
省

0820030
区域外就学
の手続きの
緩和

学校教育法施行
令第９条第１
項、第２項

１　児童生徒等のうち盲者等以外の者をその住所の存する市
町村の設置する小学校又は中学校（併設型中学校を除く。）
以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとす
る場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中
学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するもの
であるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その
他のものであるときは当該小学校又は中学校における就学を
承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨
をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け
出なければならない、となっています。
２　市町村の教育委員会は、前項の承諾（当該市町村の設置
する小学校又は中学校（併設型中学校を除く。）への就学に
係るものに限る。）を与えようとする場合には、あらかじ
め、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議す
るものとする、となっています。

Ｃ -

　義務教育については、一次的には児童生徒の住所の存する市町村
の責任とされており、市町村がその区域内の学齢児童生徒を就学さ
せるに必要な小中学校を設置することとされています（学校教育法
第２９条、第４０条）。このため、区域外就学を承認する場合に
は、教育委員会の就学事務、学校の教職員配置や施設設備の管理、
市町村相互の経費の負担について問題が生じないよう、市町村間の
協議を必要としているところです。
　また、上記のとおり、各市町村は域内の児童生徒が就学するため
に必要な小中学校を設置しており、御提案の「届出制」とした場
合、児童生徒が就学しようとする小・中学校の教室数などの状況に
より、就学ができない場合もあることからも、市町村教育委員会の
「承諾」は必要であり、届出のみで就学を認めることはできないも
のと考えております。
　なお、こうした制度は、異なる地方公共団体間の関わり方につい
ての制度であり、Ｉ、Ｕ、Ｊターンの推進や田舎に興味がある子ど
もの区域外就学の奨励を妨げていることはないものと思われますの
で、御理解をお願いします。

Ｃ -
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教育委員会への届け出をす
ることで、協議、承認なく区
域外就学を認められるもの
とする

区域外就学を希望するときの
手続きのうち、入学先市町村
教育委員会等と居住市町村の
教育委員会の協議と、入学先
市町村教育委員会等による
「承諾」を証する書面の発行、
を省略し、居住市町村と入学
先市町村教育委員会の教育
委員会への届け出だけで認め
られるものとする。

大島青
年の
家、子
供ハウ
スツ
アーズ
株式会
社、イン
キュ
ベーショ
ンセン
ターＭＯ
ＭＯ

文部科学
省

右の提案主体の
意見について検
討し回答された
い。

　「学校給食業務の運営の合理化について」（昭和60年1月21日文体給
57）は、民間業者へ食材発注業務を委託することを禁じているものではな
く、実際に委託するか否かについては、学校給食の実施者である各地方
公共団体の教育委員会等の判断に委ねられているところです。
　ただし、食材発注にあたっては、学校給食の質の低下を招くことのないよ
う十分配慮するとともに、物資の購入等における衛生、安全の確保につい
て、学校給食の実施者の意向を十分反映できるような管理体制を設けて
いただくよう、同通知で申し上げているところです。

食材の発注権を含め給食業
務の委託は教育委員会に委
ねられているとのご回答であ
るが、全国１６００校の調理業
務が民間に委託されているも
のの食材の発注権は１校とも
民間企業に委託されていな
い。事実上の規制であり、所
管省のご指導をお願いした
い。

文部科学
省

社団法
人日本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連合
会

①教育委員会の管理・監督に
よる民間受託会社による食材
料の調達と品質管理及び調理
業務の包括的受託
②保護者給食費負担額の２
０％を削減することを目標とす
る
③自治体の給食施設における
出納業務の合理化及び簡素
化
なお、現在、全国で調理業務
の民間委託は進んでいるが、
食材発注権は一切、民間業者
に付与されていない。慣習によ
る厳しい障壁があると考えられ
る。

学校給食調理業務の民間
委託が進んでいるが、「食材
は市町村が支給」と委託時
に規定されている。民間の
給食事業者は、食材調達に
おいてトレーサビリティ（生産
履歴の追跡）のシステムを
備えるなど安心・安全を確保
した食材の供給を行える立
場にある。民間業者への食
材発注権の付与により食材
の安心・安全の確保に加
え、新鮮でかつ低コストの食
材を供給することによって市
町村、保護者の費用負担の
軽減に貢献したい。現に、食
材の発注権を給食業者に与
えないという障壁があり、除
去等、文部科学省の適切な
措置をお願いしたい。
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文部省体育局長
通知「学校給食
業務の合理化に
ついて」（昭和６０
年１月２１日）

0820040

　前回の回答のとおり、学校給食における食材発注業務を委託する
ことは禁じられておらず、事実上の規制があるとの御指摘は当たら
ないものと考えます。食材の発注にあたっては、学校給食の質の低
下が招くことのないよう十分配慮するとともに、物資の購入等におけ
る衛生、安全の確保について、学校給食の実施者の意向を十分反
映できるような管理体制を設けて頂くよう、昭和６０年の通知で申し
上げているところです。
 　実際に委託するか否かについては、学校給食の実施者である各
教育委員会等が各地域の実情に応じて判断すべきものであり、一
律に委託すべき旨を文部科学省が学校給食の実施者に対して指導
することは妥当ではないと考えます。

―Ｄ

学校給食調
理業務の委
託先による
食材発注

-Ｄ

学校給食業務の民間委託については、学校給食の実施者である
各地方公共団体の教育委員会等が学校給食の食事内容の充実
や衛生管理の確保等に配慮しつつ、学校給食の質の低下を招くこ
とのないよう、地域の実情に応じて適切に判断しているところです。
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 08　文部科学省　非予算　（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業
を実現する
ために必要
な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項
管

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820050

下総丘陵に
おける低未
利用地を活
用した観光
共生型地域
再生交流拠
点整備事業

小学校設置基
準、中学校設置
基準、高等学校
設置基準

高等学校設置基準においては、「特別な事情があり、かつ、
教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び
設備を使用することができる」とあります。

Ｄ -

　高校等が実習等の授業の一環で民間施設を使用することについて
は、基本的に可能となっているところです。今後、ご提案にあるよ
うな取組を通じて、魅力ある授業づくりがなされることが期待され
ます。

Ｄ ―

1
1
5
7
0
1
0

下総丘陵において土取跡
地・残土捨場，遊休農地等
の低・未利用地での産業廃
棄物の不法投棄が問題と
なっている。条例等による規
制等で取り締まっているが，
いたちごっこの状態でなかな
か解決に至っていないのが
現状である。
本プロジェクトは，地域特
性，県「観光立県ちば推進ビ
ジョン」に鑑み，民間主導に
よる新たな観光拠点（体験
牧場公園等）を整備すること
により，「低・未利用地の有
効活用による地域の再生」と
「不法投棄等の負の連鎖の
解消」を目指すものである。

観光機能と教育機能の複合化
対象地域に近接している千葉
県立下総高校の生産技術科で
は、畜産分野の規模が小さい
状況にある。
千葉県を馬のふるさととして復
活し、観光立県にも貢献するた
めに、観光機能と教育機能を
併用し、下総高校の実習施設
として活用する。

財団法
人都市
経済研
究所

文部科学
省

0820060
学校運営協
議会の権限
強化

地方教育行政の
組織及び運営に
関する法律第４
７条の５第４
項、第５項、第
６項

１　教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、
その所管に属する学校のうちその指定する学校（以下この条
において「指定学校」という。）の運営に関して協議する機
関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くこと
ができる、となっています。
２　学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域
の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護
者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会
が任命する、となっています。
３　指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育
課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本
的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を
得なければならない、となっています。
４　学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項
（次項に規定する事項を除く。）について、教育委員会又は
校長に対して、意見を述べることができる、となっていま
す。
５　学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の
任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意
見を述べることができる。この場合において、当該職員が県
費負担教職員（第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第
六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関す
る事務を行う職員を除く。第九項において同じ。）であると
きは、市町村委員会を経由するものとする、となっていま
す。

Ｃ -

　これまでの提案の際の説明と同様、学校運営協議会の設置や委員
の任命、カリキュラムの決定や教職員人事、それらに要する予算措
置などの際に、教育委員会が首長や学校運営協議会の意向を十分踏
まえることで実現は可能です。
　学校運営協議会制度は、地域の方々や保護者の様々な意見を公立
学校の運営に直接反映させていくことを目的とした制度であり、学
校運営の基本方針の承認や教職員の任用に関して意見を述べる権限
が附与されています。一方、学校の管理運営の最終的な責任と権限
は校長が有しており、教職員の人事については、任命権者である教
育委員会が最終的な任命権を有していることから、第４項の学校の
運営や第５項の教職員の任用ついて学校運営協議会の承認まで必要
とすることは、学校運営の責任の所在を不明確にしてしまいます。
承認を必要とした場合、円滑な学校運営に支障が生じることも予想
されます。
　また、教科書採択に地域の意見を反映させることについては、現
行制度のもとでも、採択地区の小規模化を図るとともに、採択の決
定過程に保護者等を参画させることにより可能であり、文部科学省
でもこれらの取組を促しています。貴市におかれては、市単独の採
択地区を設定するとともに、選定委員会等に地域の代表者等を加え
ることにより、貴市で使用される教科書の採択過程へ地域住民等の
参画が可能になると考えますので、ご検討ください。

右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

学校運営協議会には既に地
方教育行政の組織及び運営
に関する法律第47条の5第3
項の権限が付与されていま
すが、それでも回答中にあ
るとおり学校の管理運営の
最終的な責任と権限は校長
にあるのですから、本提案
のとおり同第4項及び第5項
の権限を付与してもやはり
最終的な責任と権限は校長
にあるべきであって、付与
することで責任の所在が不
明確になることはないもの
と考えます。学校運営に地
域の声を反映させるという
制度本来の趣旨を考えてい
ただき、前向きな検討をお
願いします。

Ｃ ―

　今回の貴市からの御意見にもあるとおり、学校運営や教職
員の人事についての最終的な責任と権限は校長や教育委員会
にあるべきです。繰り返しになりますが、最終的な責任と権
限を校長や教育委員会が持ちながら第４項の学校の運営や第
５項の教職員の任用ついて学校運営協議会の承認まで必要と
することは、学校運営の責任の所在を不明確にしてしまいま
す。
　第４項の対象となっている「指定学校の運営に関する事
項」は、日常的な学校運営に係るものも含まれており、こう
した学校運営の全てにかかわる事項をも学校運営協議会の承
認の対象とすることは、日常の学校運営に支障が生じるもの
と考えます。
（なお、第３項において、学校運営の基本的な方針について
は、学校長がこれを作成し、学校運営協議会が承認すること
となっており、対象となる事項は教育委員会規則で定めるこ
とができます。）
　また、教職員の人事については、広域で一定水準の人材が
確保される必要があることから、学校間の調整等が必要であ
り、人事について学校運営協議会の承認を必要とすること
は、こうした人事の調整に支障が生じるものと考えます。
　なお、繰り返しになりますが、教科書採択に地域の意見を
反映させることについては、現行制度のもとでも、採択地区
の小規模化を図るとともに、採択の決定過程に保護者等を参
画させることにより可能であり、文部科学省でもこれらの取
組を促しています。

右の提案主体から
の意見を踏まえ再
度検討し回答され
たい。

当市の意見は、貴省の先回の回答中の「責
任の所在が不明確になる」ことに対して、
第3項で認められた権限の最終責任が校長
にあるのであれば第4項、第5項を権限とし
て付与した場合における最終的な責任の所
在も校長にあるとこを明らかにしただけで
あり、貴省の回答にある「最終的な責任と
権限が校長、教育委員会にある」ことを
もって、運営協議会に権限を与えられない
とすることの理由にはならないと考えま
す。
また、貴省の回答にあるように「日常の学
校運営に支障が生じるため、承認の対象に
はできない」のであれば本来運営協議会に
付与されているはずの意見を述べることす
らできなくなり、運営協議会制度自体の否
定或いは軽視化につながるものと受け取れ
かねません。教職員人事についても、地域
教育を進めるうえで、貴省の回答にあるよ
うな考え方が地域に根ざした教育を阻害し
ていると考えるからこそ、地域の代表とな
る学校運営協議会の承認が必要であると考
えるものです。
本市の提案は地域と協働した学校運営を可
能とするものであり、非常に有意義である
と考えますので是非前向きな検討をお願い
します。

Ｃ ―

　学校運営協議会制度は、地域の方々や保護者が一定の
権限を持って学校運営に参画する仕組みです。第４項の
対象となっている「指定学校の運営に関する事項」や第
５項の対象となっている教職員の人事については、意見
を述べることができることとして、地域の方々や保護者
の意見を学校運営に反映させようとするものです。
　第３項で定める学校運営の基本的な方針案について、
校長と学校運営協議会の意見が一致せず、承認が得られ
ない場合、校長は、理解を得られるよう、十分な説明を
行い、議論を尽くして成案を得るよう最大限努める必要
があり、学校運営すべてについて承認が必要とすること
は困難です。

1
0
4
6
0
1
0

学校運営協議会の権限について
は、その影響力、効果はきわめて
小さいと言わざるを得ない。
教育委員会が有する学校運営の
権限の一部を学校運営協議会の
権限を強化し、諮問機関ではある
が地域の声をより一層反映させ、
地域の自由な発想により学校を運
営し、本市に将来も住み続けても
らう人材育成つまり市民教育を目
指す。

（事業内容）
１．地教行法第47条の5第4項及び第
5項の権限の強化（第3条と同様に学
校運営及び職員採用・任用について
協議会の承認を必要とする）
２．教科書採択に関して、採用する教
科書について協議会の承認を必要と
する
(効果)
教育委員会が、学校運営に関する承
認権の一部を協議会に付与すること
により、市民自治の本旨に基づき、
市民が責任を持って学校運営に取り
組むことができる。

多治見市 文部科学省

0820070

学校運営協
議会委員任
命について
の市長の関
与

地方教育行政の
組織及び運営に
関する法律第４
７条の５第２項

　学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の
住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が
任命する、となっています。

Ｃ -

　これまでの提案の際の説明と同様、現行制度においても、学校運
営協議会の委員任命の際には教育委員会が首長の意向も十分に踏ま
えることで実現可能なものであると考えています。
　個人の精神的な価値の形成に直接影響を与える教育については、
その内容が中立公正であることが極めて重要であり、教育行政の執
行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立
性を確保することが必要です。学校運営協議会についても、学校運
営及び任命権者の任命権の行使の手続きに関与する一定の権限が付
与される機関であることから、その委員については、公立学校とし
ての運営の公正性、公平性、中立性の確保に留意しつつ適切な人材
を任命する必要があります。このため、設置者である教育委員会が
委員の任命権を持っており、首長の承認を必要とすることにより教
育委員会の権限を制限することは困難であると考えています。
　なお、学校運営協議会の委員構成に住民の意向を反映させるため
の方法としては、委員の公募を行ったり、地域代表枠を設けるなど
の方法を採用している自治体もあるので、参考にしていただければ
と存じます。

提案主体は学
校は地域の財
産であり、教
育に関する住
民の関心は高
く、委員の任
命について市
長の関与は不
可欠との考え
であり、この
こと及び右の
提案主体から
の意見を踏ま
え再度検討し
回答された
い。

回答にあるとおり教育行政
の執行にあたっては、個人
的な価値判断や特定の党派
的影響から中立を確保する
ことが必要であり、そのた
めにも学校運営協議会によ
る協議による学校運営が有
効であると考えるところで
すが、市長の承認を要する
ことが、回答にある「公正
性、公平性、中立性」の確
保を困難にするとは考えら
れません。むしろ地域に根
ざした人材の確保、登用に
つながると考えますので、
前向きな検討をお願いしま
す。

Ｃ ―

　これまでの回答の繰り返しになりますが、御提案の趣旨
は、学校運営協議会の委員の任命の際に教育委員会が首長の
意向も十分に踏まえるなど、地方教育行政の組織及び運営に
関する法律を適切に運用することにより、地域住民の意見を
実質的に反映できるものと考えております。
　今回の貴市からの御意見のとおり、教育行政の執行に当
たっては、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から教育
の中立性を確保することが必要であり、学校運営協議会の委
員の任命は、複数の委員からなる教育委員会が、その委員の
多様な意見の合議により、様々な意見や立場を集約した中立
的な意思決定に基づき行うこととなっています。
　なお、教育に関する住民の関心に応え、地域に根ざした人
材を確保するための方法としては、委員の公募を行ったり、
地域代表枠を設けるなどの方法を採用している自治体もあり
ますので、参考にしていただければと存じます。

右の提案主体から
の意見を踏まえ再
度検討し回答され
たい。

貴省の回答においては、前段で「現行制度
で首長の意向を十分に踏まえることで可
能」としていながら「運営の公正性、公平
性、中立性の確保等から権限を制限するこ
とは困難」としている。これでは事実上可
能であるとは到底認められないものであ
り、貴省の回答はつまるところ教育委員会
への権限保有の執着と考えざるを得ない。
逆に事実上可能であるのであれば、特区と
いう限定された枠組みの中で実験的に実際
の権限として付与することに問題はなく、
有意義であると考えるものである。特区制
度本来の趣旨を考えた上での検討を求める
ものである。

Ｃ ―

　繰り返しになり恐縮ですが、学校運営協議会の委員に
ついては、公立学校としての運営の公正性、公平性、中
立性の確保に留意しつつ適切な人材を任命する必要があ
り、首長の承認を必要とすることにより教育委員会の権
限を制限することは、困難であると考えています。貴市
の御提案の趣旨は、学校運営協議会の委員の任命の際
に、教育委員会が首長の意向を十分踏まえることで、特
区として対応しなくても実現可能なものであり、まずは
こうした方法により、対応いただければと存じます。

1
0
4
6
0
2
0

学校運営協議会は指定学校の運
営方針に対し承認を与える等の権
限を有しており、協議会委員の任
命権限は教育委員会が有している
が、学校は地域の財産であり、教
育に関する住民の関心は高く、委
員の任命について市長の関与は
不可欠であるので、学校運営協議
会の委員の任命に関して市長の
承認を得るものとする。

学校運営協議会委員の任命につい
て市長の承認を得る

多治見市 文部科学省

0820080

普通地方公
共団体の委
員会又は委
員の権限に
属する事務
の一部を、
協議により、
長に委任で
きる特区

地方教育行政の
組織及び運営に
関する法律第２
３条第１２号な
ど

地方教育行政法第２３条は地方公共団体が処理する教育の事
務のうち、教育委員会が管理・執行する事務について規定し
ている。

Ｃ -

　法令により定められた教育委員会の権限を広く協議によって首長
へ委任できるようにすることについては、教育行政における政治的
中立性や安定性、継続性の確保という教育委員会制度のそもそもの
趣旨や、他に教育委員会の機能を履行できるような代替措置が法制
上想定し難いことなどから、基本的に対応は困難と考えます（ま
た、地方自治法第１８０条の７に基づいて、首長部局が教育委員会
との連携の下に、例えば社会教育に関する事務を適切に行うことは
可能と考えます）。
　なお、本件に関連して、先の「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）において、
「教育委員会制度については、十分機能を果たしていない等の指摘
を踏まえ、教育の政治的中立性の担保に留意しつつ、当面、市町村
の教育委員会の権限（例えば、学校施設の整備・管理権限、文化・
スポーツに関する事務の権限など）を首長へ移譲する特区の実験的
な取組を進めるとともに、教育行政の仕組み、教育委員会制度につ
いて、抜本的な改革を行うこととし、早急に結論を得る。」とされ
ており、文部科学省としても検討を開始したところです。

右の提案主体
の意見を踏ま
えて、「経済
財政運営と構
造改革に関す
る基本方針２
００６」に
沿って、市町
村教育委員会
の権限を市町
村長に移譲す
ることに関す
る具体的内容
及びスケ
ジュールを検
討し回答され
たい。

本市では、より多様化する
市民のニーズに対応するた
め、社会教育に関する事務
を、長の補助機関たる職員
に事務委任し、又は補助執
行させている。貴省の回答
では地自法第１８０条の７
により適切な実施が可能と
のことであるが、行政委員
会の事務を、執行機関の長
ではなく職員個人に事務委
任するのは問題があるので
はないかと考える。これら
については、やはり長自ら
の名において規則を定め、
明確な責任と権限のもとで
行うべきと考える。「経済
財政運営と構造改革に関す
る基本方針2006」における
教育委員会制度に関する記
述も踏まえ、教育委員会の
権限の一部を、市長に移譲
することを可能とするよう
求めるものである。

Ｃ ―

　文部科学省としては、「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）をふま
え、検討を開始したところです。

(現段階で具体のスケジュールは決まっておりませんが、早急
に結論を得たいと考えております。）

提案主体の意見も
踏まえ、権限移譲
に関する具体的な
結論とスケジュー
ルを検討し回答さ
れたい。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方
針２００６」においても、教育委員会権限
の移譲に関し、特区の実験的な取組を進め
るとされているところ。今後の特区制度の
動向は未定であるが、現行法はH19.3.31ま
でとされていることから、この方針に沿っ
て早急な結論と具体的スケジュールを出さ
れることを要望する。

F Ⅰ

  現行制度上、社会教育に関する事務については、教育
委員会が担当しているところ、地方自治体の判断により
首長が担当できるよう、政治的中立性の担保等に留意し
つつ、その条件や範囲を含め具体的内容を検討すること
とします。

　また、この他にも「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）等
を踏まえ、以下の項目について検討し、早期に結論を
得、それに基づき必要な措置を講じることとします。

・学校施設の整備・管理に関する権限の移譲
・文化・スポーツに関する権限の移譲
・教育委員会の委員数の弾力化
・中核市等の市町村教育委員会への教職員人事権の移譲

1
0
4
6
0
4
0

普通地方公共団体の委員会又は
委員の権限に属する事務を、当該
普通地方公共団体の長に委任で
きるようにする。

本市では、教育委員会の権限に属す
る社会教育に関する事務は市長部局
で行うことが適当であるとの判断によ
り、機構改革を実施したところであ
る。しかし、地方自治法第180条の7
により委員会から市長への委任はで
きず、これらの事務は長の補助機関
たる職員（社会教育を所管する部の
長である企画部長）への事務委任に
留まっている。またこのため、規則制
定権や図書館・公民館等の職員の任
命権については補助執行に留めてい
る。これらの事務について、地方公共
団体の長自ら規則を定め、明確な責
任と判断のもとで行うため、委員会又
は委員の権限に属する事務を、当該
普通地方公共団体の長に条例をもっ
て委任することができるよう求めるも
のである。

多治見市
総務省
文部科学省

0820090

社会教育関
係団体に対
して補助金
を交付する
場合の規制
を廃止する

社会教育法第１
３条
スポーツ振興法
２３条

社会教育法第１３条は、地方公共団体が社会教育関係団体に
補助金を交付しようとする場合には、その適正な交付を図る
観点から、教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて
行わなければならないものとしています。

Ｃ -

　制定時の社会教育法第１３条は、社会教育関係団体に対する補助
金交付を全面的に禁止していました。昭和３３年、政府として、当
該規定（旧１３条）を全面的に削除する改正案を提出しましたが、
参議院において、社会教育関係団体に対する補助金の交付が適正に
行われることを保障するため、修正が行われ、地方公共団体が社会
教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、教育委員
会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならないもの
とされたところです。
　したがって、文部科学省としては、上記のような国会のご判断を
重く受け止めているところであり、引き続き、地方公共団体におい
て、本規定に沿った適切な意見聴取が行われるべきものであると考
えています。
　なお、スポーツ振興法第２３条も、社会教育法１３条と同様の趣
旨の規定です。

　貴省回答に
よれば、社会
教育関係団体
に対する補助
金の交付が適
正に行われる
ことを保障す
るため、社会
教育委員の意
見を聴くこと
とされてい
る。効果的効
率的な審議会
の統廃合とい
う提案者の提
案をふまえれ
ば、例えば、
統廃合された
社会教育分野
の審議会に社
会教育委員が
参画すれば可
能ではない
か。

Ｂ－
１

IV

　補助金の交付にあたり、その適正性・公平性を保障する観
点から、引き続き、社会教育の知見を有する者の意見を聴取
することは重要と考えておりますが、三鷹市の提案及び再検
討要請を踏まえ、現行法の範囲内で再検討要請で示された
「統廃合された社会教育分野の審議会に社会教育委員が参
画」することにより手続を行うような柔軟な運営が可能とな
るよう、詳細を検討・整理し、できる限り速やかに周知する
方向で、措置して参りたいと考えています。

1
1
6
4
0
2
0

社会教育法第13条により、
社会教育関係団体に対して
補助金を交付しようとする場
合には、あらかじめ教育委
員会が社会教育委員の会
議の意見を聴いて行わなけ
ればならないことが規定され
ているが、この規制を撤廃
し、社会教育関係団体への
補助金交付について、地方
公共団体が任意に行えるよ
うにする。

 社会教育（生涯学習）の分野
では、それぞれの法律等に基
づき、類似した審議会等が設
置されている例が多いが、補
助金交付に関する、いわば審
議会の必置規制をなくすことに
より、効果的・効率的な審議会
等の統廃合を各教育委員会が
主体的に実施することが可能
となる。
 なお、スポーツ振興事業を主
に行う団体に対しての補助金
交付についても、スポーツ振興
法により同様の規定があるの
で、併せて見直されたい。

三鷹市
文部科学
省
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 08　文部科学省　非予算　（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業
を実現する
ために必要
な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項
管

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820110
民間人校長
の兼業兼職
規制の緩和

地方公務員法第
38条及び教育公
務員特例法第17
条

地方公務員の兼業については、地方公務員法第３８条及び教
育公務員特例法第１７条において許可制が取られています
が、いずれも任命権者（県費負担教職員の場合、市区町村教
育委員会）の判断により、許可可能であり、兼業の内容につ
いて特段法令上の規制はありません。

Ｄ -

　学校運営全般についての責任を有する校長が兼業を行うというこ
とであれば、校長の果たす役割について支障が生じないようにする
とともに、校長不在時の学校運営上の責任を確実に果たすことがで
きる体制を整えること及びそのことについて児童生徒・保護者の理
解を得ることが重要と考えられます。
　ご提案の内容については、法令上の制限はないことから現行制度
上でも実現可能です。
　地方公務員の兼業については許可制となっており、県費負担教職
員の場合、読替規定により、杉並区教育委員会の裁量によって許可
することになります。この場合、兼業する業務内容について法令上
の制限はありません。

右の提案主体
の意見を踏ま
え、民間人校
長の兼業兼職
の許可を、一
般の校長と異
なる基準によ
り行うことが
可能か検討し
回答された
い。

提案の趣旨は、民間人校長
の兼業兼職の許可を、一般
の校長と異なる基準により
行ってもよいか、確認の意
味で行ったものである。校
内の管理体制を整え、児童
生徒、保護者の理解を得る
ことで、民間人校長が、一
般の校長と異なる基準で、
兼業兼職を行うことができ
るなら、民間人校長の特長
を生かした活動を行うこと
ができる。

Ｃ ―

　校長の兼業の許可にあたって、任用時の資格要件による許
可基準の差異はありません。ただし、兼業を許可制とする地
方公務員法の趣旨に則って、公務優先の原則、職務の公正の
確保、職員の品位の保持等に十分留意しつつ許可権者（杉並
区教委）において適切に判断することになります。特に、当
該校の児童生徒、保護者に十分な理解を得られる内容である
ことが重要と言えます。

任命権者の判断に
より、校長の能力
等に配慮した柔軟
な許可基準を設定
することが可能か
検討し回答された
い。

兼業許可は、任命時の資格要件と関係なく
行うが、個々の校長の能力等に配慮して許
可条件を変更することで、柔軟な対応が可
能と考える。また、許可の際には、児童生
徒、保護者に配慮することが重要なのはい
うまでもない。

Ｃ ―

　これまで回答させていただいたとおり、兼業の許可の
要件は各自治体において設定すべきものであり、法律上
特段の制限はありません。実際の許可の判断にあたって
は各自治体において、学校の運営状況や児童・生徒、保
護者への説明責任等を考慮して、適切にご判断されるべ
きものと考えます。

1
0
5
2
0
2
0

教育公務員は地方公務員法第３８
条及び教育公務員特例法第１７条
により、一定の場合以外兼業兼職
が制限されるが、民間人校長につ
いて、この規制を緩和する。

民間人校長の兼業兼職規制を緩和
することで、民間人と同様の多種多
様な活動ができるようになり、民間人
校長の特性をより活かすことができ
る。

杉並区 文部科学省

1
0
7
7
0
1
0

-Ｃ
文部科学
省

NPO法
人シュ
タイ
ナース
クール
いずみ
の学校

幼児から高校生までの一貫し
たシュタイナー教育を実践する
特区学校法人あるいは　NPO
法人立学校として法的に認可
された学校等を目指す。モノカ
ルチャー農業が天候不順や市
況の変化に大打撃を受ける。
教育においても、多様な教育
方法、多様な運営形態の中か
ら、１人ひとりに相応しい学校
を選び、多様な個性を育むこと
は、安定した社会と経済のた
めに不可欠である。本提案の
他に、８０２番および８２０
（801-2)番と合わせて特色ある
学校を設置したい。多様な自
然、充実した第1次産業、縄文
文化・アイヌ文化・開拓文化の
恩寵を受けた北海道西胆振地
区を事業区域として想定してい
る。当校の教育の魅力を存分
に発揮でき、また地域の魅力
を引きだすことに有効である。

NPO法人立学校の対象であ
る「不登校児童等」には、相
当期間の不登校の実績がな
くても、不登校になるおそれ
があると保護者が判断した
児童生徒を含むものとする。

学校教育法第２
条、第４条等

学校設置非
営利法人に
よる学校設
置事業にお
ける対象拡
大

0820130

　繰り返しになりますが、「不登校となるおそれがある児童
等」とは、現に学校教育を受けている児童生徒であり、ま
た、こうした児童生徒を対象とした教育は、「学校教育の補
完的機能を果たすことが期待される分野」であって、「特別
なニーズ」がある場合と認められる場合には当たらないと解
されるため、ＮＰＯ法人による学校設置の際の対象拡大には
なじまないものと考えられます。
　なお、これまでの累次の規制改革により、本来の学校設置
主体である学校法人の設立要件も相当に緩和されており、今
回の提案にあるような児童等への教育を理念とする学校につ
いても、学校法人により設置する方向で検討することは何ら
妨げられるものではありません。

　現行制度上、特区でのＮＰＯ法人による学校設置については、Ｎ
ＰＯ法人による学校設置によって現在の学校教育の補完的機能を果
たすことが期待される分野を対象としているところであり、そのた
め、不登校児童生徒、学習障害（ＬＤ）・注意欠陥／多動性障害
（ＡＤＨＤ）のある児童生徒を対象とした「特別なニーズ」がある
場合と認められる場合についてＮＰＯ法人による学校設置を認めて
いるところです。
　現に不登校児童生徒等の特別の配慮を要する子ども達に対する教
育において、既存の学校では必ずしも十分な取組が行き届いている
とはいえない部分において、一定の成果を上げているＮＰＯ法人も
あることを踏まえ、こうした実績に着目し、上記のような制度を設
けているところであり、今後とも、こうしたＮＰＯ法人の活躍が期
待されるところです。ただし、ご提案中の「不登校となるおそれの
ある児童等」を対象とすることは、現に学校教育を受けている児童
生徒を対象とすることとなり、「学校教育の補完的機能を果たすこ
とが期待される分野」であって、「特別なニーズ」がある場合と認
められる場合には当たらないと解されます。

不登校児童生徒、学習障害（ＬＤ）・注意欠陥／多動性障害
（ＡＤＨＤ）のある児童生徒を対象とした「特別なニーズ」
がある場合と認められる場合には、そうした教育を行うＮＰ
Ｏ法人であって一定の実績等を有するものの学校設置を認め
ています。その際、情報公開・第三者評価の実施、セーフ
ティーネットの構築を図る、とされています。認定を受けた
地方公共団体が市町村である場合、当該学校の設置認可につ
いては、当該市町村の長が、当該市町村に置かれる審議会の
意見を聴いて、認可を行うこととする、とされています。
（特区８１７）

―Ｃ

　現に不登校
となっている
児童だけでな
く、不登校と
なるおそれの
ある児童が入
学できるよう
な受け皿とし
ての学校設置
など、何らか
の工夫ができ
ないか提案の
趣旨を踏まえ
検討し回答さ
れたい。

文部科学
省

NPO法
人シュ
タイ
ナース
クール
いずみ
の学校

幼児から高校生までの一貫し
たシュタイナー教育を実践する
特区学校法人或いはNPO法人
立の学校として法的に認可さ
れた学校づくりを目指していま
す。単一の価値観で進められ
てしまうのではなく、教育にお
いても、多様な教育方法、運営
形態の、一人ひとりを出発点と
した多様な個性を育む教育の
必要性が叫ばれています。一
人ひとりにふさわしい学校選び
が実現されることは、安定した
バランスのよい社会・経済のた
めに不可欠であると考えます。
そこで、８０２・８２０（801-2)と
今回の提案項目を利用して、
北海道において、大いなる自
然と第1次産業など地域の魅
力を存分に生かした教育を実
践する学校を設置したい。

特区研究開発学校設置事
業を利用して、特区学校法
人及びNPO法人立の学校を
設置しようとしている学校設
置者が、学校の理念にあっ
た開かれた学校づくりを進め
るための幅広い経験のある
教員を確保するために、そ
の教育理念にあった一定の
教員養成等を受けた者を、
教員免許状を有しなくても、
従来の資格を有している者
と同等の資質を有すると当
該学校設置者の理事会が
認める場合は、社会人特別
選考枠として教員としての採
用を可能とする。

教員の資格
要件の緩和

0820120 -Ｄ-Ｄ

全ての教育職員は教員免許状を有する者でなければならない
とされてます。その例外として、教員免許状を有しないが優
れた知識経験や技能を有する社会人等は、特別免許状制度や
特別非常勤講師制度を活用することにより、任用することが
可能となっています。

教育職員免許法
第３条第１項、
第２項
同法第５条第１
項、第５項

右の提案主体
の意見を踏ま
え、常勤と同
様の責任体制
を確保するこ
とで非常勤校
長の設置は可
能か検討し回
答されたい。

1
0
5
2
0
1
0

　教員免許状は教育職員免許法に定められた資格を有する者に授与
されるものであり、学校設置者の判断で教員として任用することは
出来ません。しかしながら、教員免許状を有しないが優れた知識経
験や技能を有する社会人等については、特別免許状制度又は特別非
常勤講師制度を活用し、教員免許状の授与権者である都道府県教育
委員会に申請又は届出した上で教員として任用することが可能で
す。
　また、構造改革特別区域法第１９条により、市町村教育委員会が
特別免許状を授与することも可能となっています。

1
0
7
7
0
2
0

　校長は管理職手当の支給される管理職に位置付けられており、部
下である教職員を管理し監督する役割を担うものであるとともに、
学校運営の責任者として、勤務時間の内外を問わずその責務を果た
すことが期待されている職といえます。よって、校長を非常勤職と
し不十分な責任体制の下、学校運営を行うことは、児童生徒の安全
確保や校内の責任体制の整備等の観点から不適切と考えられます。
また、公教育としての信頼を確保するため、教育公務員には政治的
行為の制限や争議行為の禁止等が法律上担保されていることに鑑
み、地方公務員法及び教育公務員特例法上の一定の制限が課せられ
ないこととなる非常勤の特別職として校長を任用することは、法律
上想定されていないものといえます。

-Ｃ
学校教育法第28条第３項において「校長は、校務をつかさど
り、所属職員を監督する」と規定されており、その職務の性
質上、非常勤職であることは想定されていません。

学校教育法第28
条第３項

非常勤（再
任用短時間
勤務職員を
除く。）の校
長の設置

0820100

　「校長の職務のうち常勤でなくてはならないものにつ
いて、法律からは、明確に判断できない」とのご主張が
ありますが、校長の職務である「校務をつかさどり、所
属職員を監督する」ことに関して、「校務」とは、①児
童生徒に対する日々の学校教育活動、②学校の施設設備
等の管理、③人事管理・文書作成処理・会計事務等の事
務処理、及び④PTA・行政機関・その他関係機関等との
渉外活動など、学校がその目的である教育活動を遂行す
るために必要とされる全ての業務を指すものであり、例
えば、上記①だけを見ても、毎日の児童生徒への教育活
動の指揮監督や児童生徒の安全の確保等を行うととも
に、その責任を担う立場にあり、その子ども達の教育や
安全等に関する責任を複数の職員で分掌することができ
ないことは明確です。これは、例えば、児童生徒に関す
る事件・事故等緊急の事態が生じた際に、複数の職員で
分掌することによって、責任の所在が不明確になった
り、指揮命令系統が曖昧になったり、勤務時間帯をまた
いだ引継ぎ事務が煩雑になったり、自らの勤務時間帯以
外での出来事に責任感が薄くなったり、保護者等外部に
対する説明責任が果たせなかったりするなどの事態が生
じることを勘案すれば、自明のことです。このように、
これまでも回答させていただいたとおり、校長は学校運
営全般の責任を果たすために地方公務員法上の常勤の一
般職であることが前提とされています。したがって、そ
の職務を複数の職員で分掌することや、学校運営に係る
時間の一部にその職責が限られる非常勤の職を配置する
ことでは、校長としての職務を遂行することはできない
ため認められないものです。

―Ｃ

校長の職務は、常勤という勤務形態を前提
としているが、校長の職務のうち常勤でな
くてはならないものについて、法律から
は、明確に判断できない。能力ある民間人
を校長の職務につける以上、そうした能力
を最大限に生かす勤務形態として、「非常
勤」といった選択があってもよいように思
われる。

右の提案主体から
の意見を踏まえ再
度検討し回答され
たい。

　校長の職務については前回、回答させていただいたとおり
であり、非常勤の勤務形態では校長の職責を果たし得ないも
のです。ご提案は、学校運営上の人的配慮や任用の条件とし
て服務上の制約を付加することで対応を図るものと考えます
が、それにより果たされる役割は、校長の職務とは別のもの
です。学校教育法に則って、学校には常勤の校長職を置いて
いただくことが必要です。

―Ｃ

非常勤の校長でも、適切な
管理体制をとることで、常
勤と同様の責任体制を確保
できると考える。たとえ
ば、地方公共団体の長は、
特別職の非常勤であるが、
「職員を指揮監督」し、
「事務を管理し、執行」し
ている。政治的行為の制限
などの義務についても、常
勤と同様の義務を課するこ
とで、対応が可能であると
考える。

文部科学省杉並区

公立義務教育諸学校の学級編制及
び教職員定数の標準に関する法律
で常勤とされている校長について、非
常勤（再任用短時間勤務職員を除
く。）の校長も可能とすることで、民間
人により広く、校長への道を開く。

常勤を原則とする校長について、
非常勤（再任用短時間勤務職員を
除く。）の校長を置くことを可能に
する。
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 08　文部科学省　非予算　（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業
を実現する
ために必要
な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項
管

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820160
大学の卒業
要件の緩和

学校教育法第55
条
学校教育法第55
条の３

学校教育法上、大学の修業年限は４年(医学を履修する課程等に
あっては６年)とされているが、医学を履修する学部等以外の学部
においては、これに３年以上在学した者であって、卒業の要件とし
て当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合に
は、在学期間が４年に満たなくても大学を卒業できることができま
す。

Ｃ -

  大学の修業年限の特例については、いわゆる「大学の早期卒業」が、既
に平成11年の学校教育法改正により制度化され、大学が責任ある授業運
営を行う、履修科目登録数に上限を設定する、厳格な成績評価を行うこと
を前提として、早期卒業を希望する学生が優秀な成績で卒業に必要な単
位を修得した場合、例外的に３年以上４年未満の在学での卒業が認めら
れています。しかし、その検討の過程で、医学・歯学などの分野について
は、医師・歯科医師の免許取得のためには医学部・歯学部の卒業が必須
であるなど医学部・歯学部の教育は免許取得に直結していること、教育課
程における実習の占める割合が高くさらにその充実が求められていること
から、早期卒業の導入が見送られたところです。なお、これらの分野につ
いては、その後のカリキュラム改革により実習の一層の充実が図られてい
ることに照らしても、早期卒業を制度化することは、困難であると考えてい
ます。

右の提案主体の
意見について回
答されたい。

文科省の回答では、「カリキュ
ラム改革により実習の一層の
充実が図られていること」を理
由に本提案を拒否している。
しかし、山梨大学医学部等で
みられるように、五年生で事
実上の実習が終了し、六年生
の実習は各学生が自由選択
した施設等で行う場合には、
卒業を繰り上げても教育上の
問題はない。また、大学病院
は医師不足が言われていると
おり、学生をもてあまし、名目
上のカリキュラムと実際の内
容とがかけはなれている場合
も少なくないことから、指摘に
は理由がない。

Ｃ ―

　大学の修業年限の特例については、いわゆる「大学の早期卒業」
が、既に平成11年の学校教育法改正により制度化され、大学が責
任ある授業運営を行う、履修科目登録数に上限を設定する、厳格な
成績評価を行うことを前提として、早期卒業を希望する学生が優秀
な成績で卒業に必要な単位を修得した場合、例外的に３年以上４年
未満の在学での卒業が認められています。しかし、その検討の過程
で、医学・歯学などの分野については、医師・歯科医師の免許取得
のためには医学部・歯学部の卒業が必須であるなど医学部・歯学部
の教育は免許取得に直結していること、教育課程における実習の占
める割合が高くさらにその充実が求められていることから、早期卒業
の導入が見送られたところです。
　なお、これらの分野については、その後のカリキュラム改革により
実習の一層の充実が図られています。ご指摘のような、学生が自ら
選択した施設で実習を行う取組もあるものと承知しておりますが、こ
のような取組についても、各大学の判断の下、実習の一層の充実を
図る取組の一環として行われているものと理解しています。また、医
師不足の大学病院が学生をもてあましているとのご指摘があります
が、大学設置基準上、大学は、体系的に教育課程を編成する責任
を負っていることから、実習先である大学病院においてカリキュラム
に添った実習が行われているかについても責任を負い、その実習に
ついて教育上の効果が高まるように運営することが求められている
と考えます。したがって、このような取組が一部に存在することをもっ
て、医学部についても早期卒業を制度化することは、困難であると
考えています。

提案主体の意見に
あるように、学生
個々が学習の進展
によりCBT等を受験
することにより、早
期に臨床実習を開
始すれば、臨床実
習を充実させつつ、
短期間で卒業できる
のではないか、検討
し回答されたい。

回答では実習を充実させる必要性があることを
理由に本提案を拒否しているが、実習の開始
時期を繰り上げれば、実習の一層の充実と早
期卒業が両立するため失当である。なお、臨床
実習開始の条件としてCBT等がルール化され
ているが、各大学で合格判定基準がまちまち
であることや実施時期が異なることをふまえ、
学生個々が学習の進展によってCBT等を受験
することによって早期の臨床実習開始は可能
である。また本提案はご指摘のような「早期卒
業の制度化」ではなく、構造改革特区制度に
よって、特例措置を試行し、その是非を検討す
るものであると解する。

Ｃ ―

　大学の修業年限の特例については、いわゆる「大学の早期
卒業」が、既に平成11年の学校教育法改正により制度化され
ましたが、医学・歯学などの分野については、医師・歯科医師
の免許取得のためには医学部・歯学部の卒業が必須であるな
ど医学部・歯学部の教育が免許取得に直結していること、教育
課程における実習の占める割合が高く、さらにその充実が求
められていることから、早期卒業の導入が見送られたところで
す。
　医学分野については、その後のカリキュラム改革により実習
の一層の充実が図られています。学生が自ら選択した施設で
実習を行う取組もあると承知しておりますが、このような取組に
ついても、各大学の判断の下、実習の一層の充実を図る取組
の一環として行われているものと理解していますし、大学設置
基準上、大学が体系的に教育課程を編成する責任を負ってい
ることから、実習先である大学病院においてカリキュラムに
添った実習が行われているかについても責任を負い、その実
習について教育上の効果が高まるように運営することが求め
られていると考えます。また、患者との関わりをもつ診療参加
については、医療安全の観点からも、医学生の能力と適性が
一定のレベルに達していることが前提となるとともに、患者に
接するための態度や技能、知識等は、相当程度の期間をかけ
て涵養すべきと考えます。さらに、単位制度の考え方を踏まえ
ると、実習の開始時期を早めるためにＣＢＴ等を早期に受験す
ることは、授業科目の修得に必要な学修を十分に時間をかけ
て行うことを難しくすることにつながることから、適当とは考えら
れません。

1
1
6
2
0
2
0

大学の修業期間に特例を設け、卒
業に必要な単位を全て取得した者
であれば、在籍した年数を問わず
に卒業できる制度の創設。

　学年進行に併せて単位を取得して
いく従来の制度も維持しつつ、単位
の取得状況次第によって短期間で卒
業できる特例を設けるもの。

特定非営
利活動法
人医学教
育振興セ
ンター

文部科学省

0820170
大学におけ
る「講義」の
解釈の拡大

大学設置基準第
25条

文部科学省告示
「大学設置基準
第25条第２項の
規定に基づき、
大学が履修させ
ることができる授
業について定め
る件」

大学は、多様なメディアを高度に利用して、大学の授業を教室等以
外の場所で履修させることができます。その際、同時双方向のもの
に限らず、それ以外のものであっても、毎回の授業に実施に当たっ
て設問回答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うもので
あって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保
されていれば、大学の授業として認めることができます。

Ｄ -

　現在、いわゆる通学制の大学においても、「大学設置基準第25条第２項
の規定に基づき、大学が履修させることができる授業について定める件」
(平成13年文部科学省告示第51号)の規定により、毎回の授業に当たって
設問回答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、か
つ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されていれば、イ
ンターネットや学内のＬＡＮ等で講義を放映したものについても、大学の授
業のひとつの形態として認められているところです。もし、本件についてご
不明の点がありましたら、何なりとご相談ください。

Ｄ ―

1
1
6
2
0
3
0

大学設置基準第２５項第１
項で定める「講義」の解釈と
して、「インターネットや学内
のLAN等で当該講義を放映
したもの」を含めること

　通信教育にかぎらず、通学
制をとる大学であっても、教室
での講義とインターネット等に
よる講義の双方のいずれかを
受講するかについて、講義の
たびに受講者が選択できるよ
うにするもの。
　これにより、研究室や図書館
等でも講義を受講できることに
なり、教科書や各種資料を見
ながら効果的な学習が可能と
なる。また、通学にともなう交
通機関の朝夕の混雑緩和も期
待できる。

特定非
営利活
動法人
医学教
育振興
セン
ター

文部科学
省

0820140

　本県では、一定期間のへき
地勤務を義務づける医師の養
成を行うなど種々の医師確保
対策に努めているところであ
るが、医師の地域偏在は、き
わめて厳しい状況にある。
　また、医学部定員（平成１６
年１０月１日現在の人口１００
万人あたり）は全国平均６０．
５人に対し３５．８人（全国４２
位）と非常に低位にある。
　平成１８年７月１９日に開催
された第１５回医師の需給に
関する検討会の報告書（案）
では、「医学部定員の暫定的
な調整」として「人口に比して
医学部定員が少ないため未
だ医師が不足している県の大
学医学部に対して、さらに実
効性のある地域定着策の実
施を前提として定員の暫定的
な調整を検討すべきとの意見
があった」とあり、本県の提案
はこの趣旨に合致するもので
あることから、検討会の結果
を踏まえ、更なる検討をお願
いしたい。

  貴省回答によ
れば、「医学教
育の改善・充実
に関する調査研
究協力者会議」
や厚生労働省の
「医師の需給に
関する検討会」
をふまえつつ医
学部入学定員の
在り方について
検討していきた
いとあるが、提
案の趣旨である
医師不足地域に
おける大学医学
部入学定員増が
早急に図られる
よう検討し回答
されたい。
　なお、厚生労
働省における
「医師の需給に
関する検討会」
で医学部入学定
員増の考え方が
示されれば、貴
省としても提案
の趣旨である医
師不足地域にお
ける大学医学部
の入学定員増を
認めると解して
よいか。

文部科学省
厚生労働省

兵庫県

県が養成するへき地医療従事を義務
づける医師については、現定員とは
別枠の定員とすることにより、へき地
における医師不足の解消を目指す。
具体的には、国公立大学医学部等に
おいて、大学が入学を許可した者に
対し、県内のへき地における医療従
事を前提とした修学資金の貸与を行
い、大学卒業後、県の指定する医療
機関で一定期間勤務すれば修学資
金返還を免除することとし、その対象
者については、大学の現定員を増や
すことにより対応する。

国公立大学医学部等において、県
が養成するへき地医療従事を義
務づける医師に係る収容定員増
の認可の審査に関しては、その要
件を緩和する。

1
1
2
2
0
4
0

・閣議決定
（「今後におけ
る行政改革の具
体化方策につい
て」（昭和５７
年９月）、「財
政構造改革の推
進について」
（平成９年６
月））
・「大学、大学
院、短期大学及
び高等専門学校
の設置等に係る
認可の基準」
（平成１５年３
月３１日文部科
学省告示第４５
号）
・「学校教育法
施行令第２３条
の２第１項第５
号の規定による
分野を定める
件」（平成１７
年３月３１日文
部科学省告示第
５１号）

医学部入学
定員要件の
緩和

　「新医師確保総合対策」（平成１８年８月３１日地域医療に関
する関係省庁連絡会議）に基づき、一定の要件の下、医師の
不足が特に深刻と認められる県において、当該県内への医師
の定着を目的として、一定期間、将来の医師の養成を前倒し
するとの趣旨の下、現行の当該県内における医師の養成数に
上乗せする暫定的な調整の計画を容認することとします。

―Ｂ－１

「厚生労働省とも連携しながら、医師不足地域
における大学医学部の入学定員増を認めるか
も含め、医学部入学定員のあり方について検
討していきたい」ということであるが、今後、検
討を行われるのであれば、措置の分類を「対応
不可」から「提案の実現に向けて対応を検討」
に変更できないか、検討をお願いしたい。

「医師の需給に関す
る検討会」の報告書
で「暫定的な調整」
が提示されている以
上、その方向に沿っ
て検討し、具体的結
論やスケジュールを
回答されたい。

　医学部の入学定員については、臨時行政調査会答申（昭和５７
年）や閣議決定（「今後における行政改革の具体化方策について」
（昭和５７年）、「財政構造改革の推進について」（平成９年））を受
け、厚生省（当時）による医師需給見直しを踏まえた医師数削減の
考え方（１０％削減）をもとに、現在まで既存の入学定員の削減を行
うとともに、新たな入学定員増は行っていません。
　文部科学省としては、厚生労働省の「医師の需給に関する検討
会」の報告や平成１７年５月に設置した「医学教育の改善・充実に関
する調査研究協力者会議」の意見を踏まえつつ、また、厚生労働省
とも連携しながら、医師不足地域における大学医学部の入学定員増
を認めるかも含め、医学部入学定員の在り方について検討していき
たいと考えています。

―Ｃ

　医学部の入学定員については、臨時行政調査会答申（昭和５７年）や閣
議決定（「今後における行政改革の具体化方策について」（昭和５７年）、
「財政構造改革の推進について」（平成９年））を受け、厚生省（当時）によ
る医師需給見直しを踏まえた医師数削減の考え方（１０％削減）をもとに、
現在まで既存の入学定員の削減を行うとともに、新たな入学定員増は
行っていません。
　したがって、医学部の入学定員の増員については、厚生労働省における
医師需給の考え方を十分に踏まえることが必要と考えております。
　現在、地域における医師の偏在等が指摘されていることから、厚生労働
省においては、「医師の需給に関する検討会」を設け、医師需給見通しの
見直しについて検討を行っているところです。
　文部科学省としては、この見直しの結果や平成１７年５月に設置した「医
学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」の意見を踏まえつ
つ、医学部入学定員の在り方について検討していきたいと考えています。
　なお、国立大学の収容定員増に関しては、中期計画の記載事項として、
国立大学法人法第３１条の規定に基づき、国立大学法人評価委員会に
諮った上で文部科学大臣が認可することとなっています。なお、国立大学
の収容定員増は、「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等
に係る認可の基準」の対象とはなっていません。
　また、公立大学の収容定員増に関しては、「大学、大学院、短期大学及
び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」の対象となっていません。

-

Ｃ
（一
部
Ｅ）

・大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ引き続き医学
部定員の削減に取り組む。
・大学等の設置又は収容定員増の認可審査に関しては、学校
教育法等に適合すること及び次の要件を満たすことを審査の
基準としている。
「医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る大学等
の設置又は収容定員増でないこと。」
・医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る分野に
関しては、届出事項となっている私立大学の収容定員の総数
を伴わない学則変更の対象から除く。

文部科学省
厚生労働省

福島県

本県の医療施設に従事する医師数
（人口１０万人当たり）は、全国平均２
０１．０人に対し１７１．０人（全国３８
位）であり、医学部定員（人口１００万
人当たり）は全国平均６０．５人に対し
３８．０人（全国４０位）といずれも非常
に低位にあり、広大な面積を有する
本県においては、医師の絶対数が不
足している状況にある。そのため、地
方の判断により医学部の入学定員を
増員し、出願時に県内の公的医療機
関（県立医科大学を含む）勤務を条
件とした修学資金貸与申込予約を行
わせた上で入試を行うことにより、医
師の県内定着を促進し、県内のどの
地域においても必要な医療を受けら
れる体制を整備し、安心して暮らせる
地域社会の実現を目指す。

特定の地域における医師不足の
課題を解決して、どの地域におい
ても必要な医療を受けられるよう
にするため、厚生労働省の「医師
の需給に関する検討会」におい
て、全国一律に認められていない
医学部の入学定員増を地域の実
情を良く把握している地方自らの
判断で行えるようにする。
また、文部科学省においては「大
学、大学院、短期大学及び高等専
門学校の設置等に係る認可の基
準」（平成１５年３月３１日文部科学
省告示第４５号）を改正し、医学部
に係る公立大学の収容定員増を
可能とする。

大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ引き続き医学部
定員の削減に取り組む。

閣議決定（「今
後における行政
改革の具体化方
策について」
（昭和５７年９
月）、「財政構
造改革の推進に
ついて」（平成
９年６月））

医師不足地
域における
公立大学法
人が設置す
る大学医学
部の入学定
員増の容認

　「新医師確保総合対策」（平成１８年８月３１日地域医療に関
する関係省庁連絡会議）に基づき、一定の要件の下、医師の
不足が特に深刻と認められる県において、当該県内への医師
の定着を目的として、一定期間、将来の医師の養成を前倒し
するとの趣旨の下、現行の当該県内における医師の養成数に
上乗せする暫定的な調整の計画を容認することとします。

―Ｂ－１

７月２８日に公表された「医師の需給に関する
検討会報告書」で記載されている「医学部定員
の暫定的な調整」の具体的な内容を可及的速
やかに検討し、本県提案の趣旨に沿った医学
部定員増員策の具現化を図っていただきた
い。また、公立大学における医学部の収容定
員変更に関しては、現行制度上、学則の変更
届出により可能と解されることとなる貴省回答
（７月２１日）を踏まえ、学則変更届出を提出す
ることとなった場合は、しかるべく対応願いた
い。

「医師の需給に関す
る検討会」の報告書
で「暫定的な調整」
が提示されている以
上、その方向に沿っ
て検討し、具体的結
論やスケジュールを
回答されたい。あわ
せて提案主体の意
見に回答されたい。

　医学部の入学定員については、臨時行政調査会答申（昭和５７
年）や閣議決定（「今後における行政改革の具体化方策について」
（昭和５７年）、「財政構造改革の推進について」（平成９年））を受
け、厚生省（当時）による医師需給見直しを踏まえた医師数削減の
考え方（１０％削減）をもとに、現在まで既存の入学定員の削減を行
うとともに、新たな入学定員増は行っていません。
　文部科学省としては、厚生労働省の「医師の需給に関する検討
会」の報告や平成１７年５月に設置した「医学教育の改善・充実に関
する調査研究協力者会議」の意見を踏まえつつ、また、厚生労働省
とも連携しながら、医師不足地域における大学医学部の入学定員増
を認めるかも含め、医学部入学定員の在り方について検討していき
たいと考えています。

  貴省回答によ
れば、「医学教
育の改善・充実
に関する調査研
究協力者会議」
や厚生労働省の
「医師の需給に
関する検討会」
をふまえつつ医
学部入学定員の
在り方について
検討していきた
いとあるが、提
案の趣旨である
医師不足地域に
おける大学医学
部入学定員増が
早急に図られる
よう検討し回答
されたい。
　なお、厚生労
働省における
「医師の需給に
関する検討会」
で医学部入学定
員増の考え方が
示されれば、貴
省としても提案
の趣旨である医
師不足地域にお
ける大学医学部
の入学定員増を
認めると解して
よいか。併せて、
右の提案主体か
らの意見につい
て回答された
い。

  医学部の入学定員については、臨時行政調査会答申（昭和５７年）や閣
議決定（「今後における行政改革の具体化方策について」（昭和５７年）、
「財政構造改革の推進について」（平成９年））を受け、厚生省（当時）によ
る医師需給見直しを踏まえた医師数削減の考え方（１０％削減）をもとに、
現在まで既存の入学定員の削減を行うとともに、新たな入学定員増は
行っていません。
　したがって、医学部の入学定員の増員については、厚生労働省における
医師需給の考え方を十分に踏まえることが必要と考えています。
　現在、地域における医師の偏在等が指摘されていることから、厚生労働
省においては、「医師の需給に関する検討会」を設け、医師需給見通しの
見直しについて検討を行っているところです。
　文部科学省としては、この見直しの結果や平成１７年５月に設置した「医
学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」の意見を踏まえつ
つ、医学部入学定員の在り方について検討していきたいと考えています。
　なお、公立大学の収容定員増に関しては、「大学、大学院、短期大学及
び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」の対象とはなっていませ
ん。

-

Ｃ
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部
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―Ｃ

「医師の需給に関する検討
会」においては、人口に比して
医学部定員が少ないために
医師が不足している県に対す
る配慮が必要であるという論
議もされていると聞き及んで
おり、本県のように医師の絶
対数が不足している地方につ
いては、従来の枠組みにとら
われることなく、地域の実情に
応じた対応策を講じていただ
きたい。なお、収容定員増に
関する認可の基準について
は、届出制ではあっても医学
部の収容定員増は認めないと
する貴省の見解を受けて提案
したものである。今回の回答
により、学則の変更届出を行
えば受理していただけることと
なったと理解してよろしいか。

1
0
9
1
0
1
0
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 08　文部科学省　非予算　（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業
を実現する
ために必要
な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項
管

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820180

医学部医学
科における
卒業試験の
廃止

大学設置基準第
32条

大学の医学部の卒業要件は、大学設置基準上、「大学に６年以上
在学し，188単位以上修得すること」とされています。

Ｄ -

　医学部医学科の卒業要件は，大学設置基準第３２条第２項の規定によ
り，「大学に６年以上在学し，１８８単位以上修得することとする。」と定めて
いますが，ご要望の卒業試験の実施やそれを卒業要件とすることは定め
ていません。もし，ご不明な点があるようでしたら，何なりとご相談くださ
い。

Ｄ ―

1
1
6
2
0
4
0

大学設置基準が単位として
振り替えることを認めている
「卒業論文、卒業研究、卒業
制作等の授業科目」の中
に、それまで取得してきた各
科目の単位を含め、卒業に
必要な学修成果とすること。

卒業試験を実施しなくとも、卒
業を認める。卒業試験合格が
単位として振り替えられる場合
には、最終学年への進級を
もってその単位にあてる。

特定非
営利活
動法人
医学教
育振興
セン
ター

文部科学
省

0820190

大学で取得
すべき単位
について、取
得する順番
の裁量を認
める

大学設置基準第
19条

大学は、当該大学等の教育上の目的を達成するために必要な授
業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとされるととも
に、その教育課程の編成に当たっては、専攻に係る専門の学芸を
教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊
かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならないこととさ
れています。

Ｄ -

　大学設置基準第19条第１項は、大学に体系的に教育課程を編成するよ
う求めており、また、同条第２項は、教育課程の編成に当たっては、大学
は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養
及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮し
なければならないと規定していますが、その範囲の中で、各大学の判断に
より、学生に単位の取得順に関する裁量を与えることを否定するものでは
ありません。もし、本件についてご不明の点がありましたら、何なりとご相
談ください。
　なお、特に専門職資格の取得を目的とする学問分野にあっては、各大学
において資格試験に必要な科目を中心に、体系的かつバランスよく教育
課程を編成しているのが通例と考えられますが、このような分野におい
て、学生に履修すべき科目やその履修順に裁量を与えた場合、学生が必
ずしも体系的とはいえない履修を行い、その結果、目的である資格の取得
に至らないというリスクすら生じ得ます。このリスクに対して大学が何らの
措置を講じないことは、先に述べた大学設置基準第19条第２項の要請に
必ずしも添うものとはいえないと考えられることにもご留意ください。

Ｄ ―

1
1
6
2
0
5
0

大学設置基準第19条で定め
る「体系的な編成」の中に、
学生がカリキュラムを自由に
編成できることを認めるべき
である。

カリキュラムによらず、大学で
単位を取得する順序を学生が
自由に選択できるようにするも
の。これによって、学生が自由
な発想で単位を取得するととも
に、モチベーションを維持・向
上させることを目指す。

特定非
営利活
動法人
医学教
育振興
セン
ター

文部科学
省

0820200
大学設置基
準の緩和

大学設置基準第
39条

大学の医学又は歯学に関わる学部又は学科には、その教育研究
に必要な施設として、附属病院を置くことが求められています。

Ｃ -

　医学部又は歯学部の附属病院は，医学部又は歯学部の教育研究に必
要な施設として，診療機能のみならず，教育・研究機能も担い，教育・研
究・診療が一体的に行われているという特性があります。すなわち，大学
の附属病院の医師は，医師として診療行為にあたるほか，研究スタッフと
して臨床研究に従事するとともに，教育スタッフとして医学生の教育に従
事しています。したがって，ご要望の医学又は歯学に関する学部に附属病
院を置くことを努力義務とすることは困難です。
　なお，ご指摘にある市中病院での臨床教育を単位認定することは，現行
制度でも可能であり地域医療など豊富な臨床経験を積ませるために多く
の大学において実施されていると承知しております。もし，ご不明な点があ
るようでしたら，何なりとご相談ください。

右の提案主体の
意見について回
答されたい。

大学病院が教育・研究・診療
を行っているとしても、それら
が必ずしも一体的に運用され
ているとはいえない。医学部
の教授が付属病院の診療科
長を併任する等、名目上の一
体化はなされているが、医学
生が教授する教育には研究と
診療とに隔絶がみられる等、
建前にすぎない。また、市中
病院の職員に臨床教授等の
肩書きを付与することにより、
大学病院と市中病院の一体
化が図られており、大学病院
の役割は市中病院でも代替さ
れつつある。このため、付属
病院の必置義務が廃止されて
も支障はない。

Ｃ ―

　医学部又は歯学部の附属病院は、医学部又は歯学部の教育研究
に必要な施設として、診療機能のみならず、教育・研究機能も担い、
教育・研究・診療が一体的に行われているという特性があります。

  すなわち、大学の附属病院の医師は、医師として診療行為にあた
りますが、その背景には研究スタッフとして行った臨床研究に基づく
知見や成果等の集積があり、 さらに、これら診療行為や臨床 研究
を通じて培った知見や技術を、教育スタッフとして医学部の学生に教
授するという活動に従事しているように、それぞれの活動を一体的
に行うことが、医学分野の教育研究に寄与するものであると考えて
います。

　このように、医学分野における大学教育の場としての附属病院に
は、学生が単に医療現場に関する経験を積むという以上の機能・役
割が期待されており、これを市中の病院に全て委ねることでは、教
育・研究・診療の一体性という点について大学としての責任を果たす
ことができないと考えることから、ご要望の医学又は歯学に関する学
部に附属病院を置くことを努力義務とすることは困難です。
 
　なお、ご指摘にある市中病院での臨床教育を単位認定することは
現行制度でも可能ですが、これは医学部附属病院における実習に
代替するものとしてとらえられているのではなく、医学教育における
必要な症例の確保が十分でない場合において、市中病院等の協力
を得つつ症例を補完し、臨床実習の充実を図る観点から、多くの大
学において実施されていると承知しております。

右提案主体の意見
について回答された
い。

大学の臨床医が教育にあてる時間は労働時間
のわずか0.6％であり（別添）、大学附属病院で
は得難い経験を積むために医学生が市中病院
で実習することは教育上有用である。「医学生
が自らが在籍する大学の附属病院で臨床実習
の全部又は一部を行わなければ当該科目の
単位を認定しない（実習先は大学病院に限
る）」と定めた法令や市中病院での実習が大学
病院での「症例を補完」するものという公式見
解があれば示されたい。また、貴省の回答から
は必要な協定等を締結したうえであれば、医学
生が全部又は一部の臨床実習を自らが在籍す
る大学以外の大学附属病院で行った場合、そ
れを在籍大学の単位として認めることが可能と
解されるが如何。

Ｃ ―

　医学部又は歯学部の附属病院は、医学部又は歯学部の教
育研究に必要な施設として、診療機能のみならず、教育・研究
機能も担い、教育・研究・診療が一体的に行われているという
特性があります。
  すなわち、大学の附属病院の医師は、医師として診療行為に
あたりますが、その背景には研究スタッフとして行った臨床研
究に基づく知見や成果等の集積があり、 さらに、これら診療行
為や臨床研究を通じて培った知見や技術を、教育スタッフとし
て医学部の学生に教授するという活動に従事しているように、
それぞれの活動を一体的に行うことが、医学分野の教育研究
に寄与するものであると考えています。
　このように、医学分野における大学教育の場としての附属病
院には、学生が単に医療現場に関する経験を積むという以上
の機能・役割が期待されており、これを市中の病院に全て委ね
ることでは、教育・研究・診療の一体性という点について大学と
しての責任を果たすことができないと考えることから、ご要望の
医学又は歯学に関する学部に附属病院を置くことを努力義務
とすることは困難です。
　なお、ご指摘にある市中病院での臨床実習を単位認定する
ことは現行制度でも可能ですが、これは医学部附属病院にお
ける実習に代替するものしてとらえられているのではなく、医学
教育における必要な症例の確保が十分でない場合において、
市中病院等の協力を得つつ症例を補完し、臨床実習の充実を
図る観点から、多くの大学において実施されていると承知して
おります。

1
1
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大学設置基準第３９条において、
医学又は歯学に関する学部には
附属病院を設置することが義務づ
けられている。 これを必置規定か
ら努力規定に緩和する。

　本提案は、医学部及び歯学部の学
生が市中病院で臨床教育を受けた場
合でも正規の単位として認定されるよ
うにするため、当該大学に対して附
属病院の必置規定を廃止するもの。

特定非営
利活動法
人医学教
育振興セ
ンター

文部科学省

0820210

学校教育法
第2条、第4
条の改正、
認定NPO法
人等の規制
撤廃（特定
非営利活動
法人による
専門職大学
院設置規制
及びインター
ネット大学院
大学の設置
規制）

学校教育法第2
条、4条等

不登校児童等を対象として特別の需要に応じた教育を行う場
合に、特定非営利活動法人による学校を設置することができ
ます。

Ｃ -

　学校は公の性質を有するものであり、その設置と運営は極めて公
共性の高いものであるとともに、学生等の就学の機会を確保するた
め、継続性・安定性が不可欠です。このような公共性、継続性・安
定性を確保しつつ、民間の主体が参入するための制度として学校法
人制度が設けられており、学校の設置主体としては、学校法人が基
本となっています。
　ＮＰＯ法人は、市民による自由な非営利活動を推進する観点か
ら、簡易に法人格を取得できる制度として創設されたものですが、
自由度が高い反面、他の公益法人や株式会社と比べても、法人の管
理運営体制が十分でなく、情報公開やセーフティネットの整備等の
条件整備をしていただいても、なお、学校の設置者として必要な公
共性、継続性・安定性の確保の面で懸念があります。そのため、構
造改革特区におけるＮＰＯ法人による学校設置の特例については、
不登校児童生徒等に対する教育など、既存の学校教育では必ずしも
十分な取り組みが行き届いておらず、ＮＰＯ法人が、これを補う形
で、一定の実績を上げてきた分野についてのみ認めることとしてい
ます。
　ご提案の８１１特区、８２１特区、８２８特区、８２９特区、８
３２特区については、学校の設置主体が大学を設置するにあたって
適用される特例であるため、当該ＮＰＯ法人が学校の設置主体とし
て認められる場合は、ご提案の特区利用の道が開かれております。

Ｃ ―

1
0
2
1
0
1
0

下記をすべてまとめ（含め
て）認定NPO法人に認める。
校地面積基準の引き下げ
（８１１特区）、校地・校舎を
自己所有を要しない特例（８
２１特区）、運動場に係る要
件の弾力化（８２８特区）、空
地に係る要件の弾力化（８２
９特区）、インターネットのみ
を利用して授業を行う大学
の校地校舎の弾力化（８３２
特区）

国税庁認定ＮＰＯ法人では広く
寄付及び提供が成り立ち、負
担と給付の割合が等価であ
る。固定費や維持経費等を低
く抑えることにより、学生及び
教員の当事者にしか費用変動
が発生しない。学校経営の負
担は、寄付及びスポンサーシッ
プを使えば、経費は掛らない
仕組みにできる。よって継続
的・安定的に学校経営ができ、
経済的に大学及び大学院教育
を受けれない人々に門戸を開
放できる。

特定非
営利活
動法人
国際
キャリア
支援協
会

文部科学
省
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 08　文部科学省　非予算　（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業
を実現する
ために必要
な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項
管

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820240
ウランの取り
扱い規制数
量の緩和

核原料物質、核
燃料物質及び原
子炉の規制に関
する法律（第５
２条、第６１条
の３）、
核原料物質、核
燃料物質及び原
子炉の規制に関
する法律施行令
（第３９条）

３００ｇを超える量のウランの使用には、核燃料物質使用許
可が必要（３００ｇ以下でも国際規制物資使用許可が必要）
です。

Ｄ -

　ウランを使用する場合、その使用量や使用形態に応じた安全対策
が求められます。核燃料物質使用許可は一律に設備投資を要するも
のではなく、個々のケース毎の使用量や使用形態に応じた安全対策
が取られれば許可が取得できる制度となっています。提案によれ
ば、安全確保は可能とのことですので、個々具体的な使用形態やそ
の安全対策について、御説明いただくとともに御相談いただきたい
と考えております。

提案者の意見
によると「今
後は文部科学
省と個別に相
談してまいり
たいと考えて
います。」と
あるので、相
談があった場
合には提案主
体の立場に
立って親身に
対応された
い。

核燃料物質使用許可は一律
に設備投資をようするもの
ではなく、個々のケースご
との使用量や使用形態に応
じた安全対策がとれれば許
可が取得できる制度とのこ
とでありますので、今後は
文部科学省と個別に相談し
てまいりたいと考えていま
す。

Ｄ ―
　具体の御相談を受け、適切に対応させていただきたいと考
えています。

1
0
2
2
0
1
0

国際規制物資の使用許可
等関係手続き・管理を行い
年間３００ｇ以内のウランを
使いウランガラスを製作し事
業を実施している。現在の手
続き・管理と同じ要領で年間
２kg程度のウランを使用可
能とする。

日本で唯一、ウランの採掘と
製錬、濃縮を行ってきた日本
原子力研究開発機構人形峠
環境技術センター（以下「人形
峠センター」）の人形峠産のウ
ランを活用した「妖精の森ガラ
ス」により、社会的に原子力の
平和利用のＰＲと、地域の活性
化を図る。
具体的には、ガラス原料に微
量（０．１％程度）のウラン（ＡＤ
Ｕ）を混ぜ、ウランガラスを製造
し作品の製作を行っているが、
年間取扱量を緩和し、製造で
きるウランガラスの量を増やす
ことにより原子力の平和利用
をより多くの人々にＰＲできると
ともに、集客に効果を発揮し地
域の活性化につながる。

鏡野町
文部科学
省

営利目的で
の大型画面
による地上
波の同時放
送の規制の
見直し

0820230
文部科学
省

社団法
人日本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連合
会

現在、家庭でも５０インチ画面
が普及しているが、著作権法
で「映像を拡大する装置で公
衆に見せるには著作権者の許
諾が必要」となっている。「大型
画面」の定義は条文には記載
されていないが、運用上、５０
インチ以上の画面が対象とさ
れている。電気機器の進歩は
日進月歩であるため、大型画
面の定義を放送の実態にあわ
せるべきである。

現在、家庭でも５０インチ画
面が普及しているが、著作
権法で「映像を拡大する装
置で公衆に見せるには著作
権者の許諾が必要」となって
いる。「大型画面」の定義は
条文には記載されていない
が、運用上、５０インチ以上
の画面が対象とされている。
電気機器の進歩は日進月
歩であるため、大型画面の
定義を放送の実態にあわせ
るべきである。

1
1
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-E

著作権との関係では、著作物をその著作権者に無断で利用で
きる例外規定のひとつとして、非営利・無料の場合には放
送・有線放送された著作物を同時に公に伝達することを認め
るとともに、通常の家庭用受信装置を用いてする場合には営
利目的・有料であっても公に伝達することができるものとし
ています（著作権法第38条第3項）。
また、著作隣接権との関係では、放送事業者は、そのテレビ
ジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、影
像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権
利を有しています（同法第100条）。

著作権法第38条
第3項
同100条

Ｄ

法は執行されてこそ法であ
る。「映像を拡大する特別
の装置」の定義は法ではな
く、運用上の問題であると
のご回答であるが、法人や
個人が放送業者とこの定義
を巡って議論をする場がな
く、むしろ特区提案の場所
で主管省に法の施行面での
時代遅れの点をご検討いた
だきたい。。

  貴省回答に
よれば、著作
権は「規制」
ではないとの
ことである
が、構造改革
特別区域法逐
条解説第２条
（http://www.
kantei.go.jp/
jp/singi/kouz
ou2/sankou/ho
u051006/01.pd
f　６ページ）
によれば、こ
の法律におけ
る規制とは
「広く、社会
的、経済的活
動一般に関し
て何らかの事
項を規律する
もの全て」を
想定してお
り、本提案に
おいても検討
対象になるこ
とを留意され
たい。
　このことを
前提に、右の
提案主体から
の意見につい
て回答された
い。

　著作権は私権であり、（他者の所有物を勝手に使えないのと同様
に）他者の権利を侵害する行為ができないということは「規制」で
はありません。
　なお、著作権法においては、影像を拡大する特別の装置を用いて
公に伝達するには放送事業者の許諾が必要とされていますが（同法
第１００条）、これは、超大型テレビなどを用いて公衆に視聴させ
る場合など、通常のテレビ放送が予定している利用の範囲・程度を
超える場合を定めるものです。
　「影像を拡大する特別の装置」の定義は法令で定めているもので
はなく、また電気機器の進歩は速いというご指摘を踏まえれば、む
しろこれらを法令で規定することは困難と考えられます。
　このように本件は運用上の課題であり、放送事業者とよく相談さ
れることが大事であると考えます。

(1)公正な慣行に合致し、(2)引用の目的上
正当な範囲内で行われる場合は、引用に該
当し著作権者に許諾なく複製・使用できる
とのことだが、当市提案がこの２条件を満
たし引用に該当するのか、ご教示頂きた
い。引用に該当しないのであれば、読書活
動推進のため、当市提案を認められたい。
上記２条件に関し、最高裁判決で①必然性
②引用区分の区別③主従関係が明確④出所
の明示、の判断基準が示されており、当市
では、①表紙を使用しての案内は効果的で
あり必然性がある②引用区分はかぎ括弧等
を使用し区別する③複製以外の独自に作成
した図書案内部分を主体とする④著者名、
著作名等を明示する、ことで条件は満たさ
れると考える。(別紙有)

右提案主体の意見
について回答され
たい。

　公表された図書等の表紙を新着図書リストやおすすめ本リ
ストなどに利用する場合であっても、公正な慣行に合致する
ものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行われる場合は、著作権法第32条第1項に定め
る引用に該当し、著作権者に許諾なく行うことができると考
えます。

―

　ご要望の「営利目的での大型画面による地上波の同時放
送」については、放送番組に係る著作権との関係では著作権
法第38条第3項が、また放送事業者の著作隣接権との関係では
ご指摘の同法第100条が関係しています。

　第38条第3項により、「通常の家庭用受信装置」を用いる場
合には営利目的・有料であっても著作権者の許諾は求められ
ておらず、また、第100条によれば、「影像を拡大する特別の
装置」を用いる場合でなければ、著作隣接権者の許諾も求め
られません。

　ここで、「通常の家庭用受信装置」は、通常市販されてい
る普通のテレビ受像機すなわち一般常識的に考えられる放
送・有線放送用と言える視聴覚的効果を予定しているものが
想定されており、「影像を拡大する特別の装置」は、大型ビ
デオプロジェクターや超大型テレビジョン受像機等が想定さ
れています。

　この点、放送関係者に話を聞いたところでは、ご指摘の
「５０インチ以上」は第100条が規定する「影像を拡大する特
別の装置」ではなく第38条第3項で規定されている「通常の家
庭用受信装置」かどうかの一つの目安として用いられること
もあるようですが、いずれにしても「通常の家庭用受信装
置」であるか否かは画面の大きさのみで判断されるものでは
なく、具体的な事業内容に照らして個別に判断されるものと
考えられますので、具体的に予定している事業に関し、関係
の放送事業者と相談されることが必要であると考えます。

著作物の複
製手続きの
簡素化

0820220 文部科学省岐阜市

　読書活動推進のために図書等の複
製を行う場合、その都度の著作権者
への許諾を不要とし、事務効率化・省
力化を図る。
　具体的には、岐阜市立図書館で
は、読書活動の推進を図るため、図
書等の表紙を複製し、新着図書リス
ト、おすすめ本リストなどに使用し、
印刷物や、ホームページで広く市民
に対し紹介している。この際、著作権
法に基づき、その都度、出版社等著
作権者に複製の許諾を受けている。
　これについて、著作権者への許諾
を不要とすることで、複製の許諾に係
る事務の簡素化、省力化が図られ
る。

著作物を複製する場合、著作権法
に基づき出版社等著作権者の許
諾が必要となるが、読書活動推進
のために図書等の表紙を複製し使
用する場合は、著作権者の許諾を
不要とする。

1
0
5
0
0
5
0

 貴市提案における著作物の利用行為が著作権法第３２
条第１項に規定する引用の要件を満たすのであれば、著
作権者に許諾なく行えると考えます。
 なお、私法である著作権法についての個別具体的な解
釈は司法判断に委ねられているため、文化庁ではお答え
することができません。

―Ｄ―Ｄ

著作権の制限規定に該当し
ない場合は、著作権者の許
諾が必要とのご回答である
が、制限規定の一つとし
て、第32条（引用）第1項
では、公正な慣行に合致
し、報道、批評、研究その
他の引用上正当な範囲内
で、公表された著作物を引
用し利用できるとされてい
る。当市提案の図書等の表
紙を使用しての新着図書や
おすすめ本等の案内は、こ
の引用に該当し、制限規定
に該当すると考えるが、当
市提案のとおり著作権者の
許諾なしに複製・使用でき
るかどうかご教示願いた
い。なお、引用に該当しな
い場合は、その理由をご教
示頂きたい。

  貴省回答に
よれば、著作
権は「規制」
ではないとの
ことである
が、構造改革
特別区域法逐
条解説第２条
（http://www.
kantei.go.jp/
jp/singi/kouz
ou2/sankou/ho
u051006/01.pd
f　６ページ）
によれば、こ
の法律におけ
る規制とは
「広く、社会
的、経済的活
動一般に関し
て何らかの事
項を規律する
もの全て」を
想定してお
り、本提案に
おいても検討
対象になるこ
とに留意され
たい。
　このことを
前提に、貴省
回答によれば
「権利制限規
定に該当しな
い場合は事前
に許諾を取っ
ていただくこ
とが適切」と
あるが、例え
ば、提案のよ
うな利用にお
いて、公正な
慣行に合致
し、正当な範
囲内で行われ
る引用をする
場合などであ
れば、著作権
の許諾無く使
用することが
可能か、提案
主体の意見を
踏まえ検討し
回答された
い。

　著作権は私権であり、（他者の所有物を勝手に使えないのと同様
に）他者の権利を侵害する行為ができないということは「規制」で
はありません。なお、ご要望のような、図書等の表紙を使用しての
新着図書やおすすめ本等の案内であっても、場合によっては掲載に
慎重になる著作権者がいる可能性も考えられますので、権利制限規
定に該当しない場合は、事前に許諾を取っていただくことが適切と
考えます。

-E
著作者には複製権が認められておりますので（著作権法第21
条）、一部例外的な場合を除き、著作物を利用する際は原則
著作権者の許諾（同法第63条）が必要です。

著作権法第32条
第１項、第21
条、第63条
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管理
コード

具体的事業
を実現する
ために必要
な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項
管

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820250

多様なメディ
アを高度に
利用して履
修させること
ができる授
業を採用す
る専修学校
については、
専修学校設
置基準第24
条（校舎の
面積）におけ
る校舎面積
の基準を緩
和する。

専修学校設置基
準第２４条

専修学校が確保しなければならない校舎面積について定めていま
すが、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上
支障がない場合は、この限りでないとしています。

Ｄ -

　現行の専修学校設置基準第２４条において、既に、履修の形態に鑑み
特別の事情が認められ、かつ、教育上支障がないと認められる場合に
は、面積基準を緩和することができると認められています。
　履修の形態に鑑み特別の事情が認められ、かつ、教育上支障がないと
認められるか否かについては、個別具体的なケースに基づき、目的、生徒
数、課程、授業の方法、授業時間数などの点から、所轄庁が総合的に判
断すべきものと考えます。

右の提案主体の
意見について回
答されたい。

今回の回答から校舎面積の
規定の緩和は、多様なメディ
アを高度に利用して履修させ
る授業を、履修の形態に鑑み
特別の事情が認められ、か
つ、教育上支障がない場合と
して認めると理解しましたが、
今、専門課程の文化教養関係
分野で、定員を80名とし、その
うち40名を多様なメディアの履
修とした場合、専修学校設置
基準にある「別表第二　専修
学校の校舎面積　（第二十四
条関係）」から校舎面積につ
いては200㎡とすればよいか。
また、履修の形態に鑑み、所
轄庁が総合的に判断すべきも
のとの回答ですが、同条件で
あれば、各所轄庁とも同じ判
断がされると考えてよいか。

Ｄ ―

　専修学校設置基準第２４条は、履修の形態に鑑み特別の事情が
認められ、かつ、教育上支障がないと認められる場合には、面積基
準を緩和することができることを認めています。一般的に、多様なメ
ディアを高度に利用して履修させることができる授業は、履修の形態
に鑑み特別の事情が認められる場合に該当し得ると考えられます。
しかし、実際に、履修の形態に鑑み特別の事情があると認めるか否
か、また、教育上支障が無いと認めるか否かは、個別具体的ケース
に基づいて、所轄庁が、目的、生徒数、課程、授業の方法、授業時
間数などの点から総合的に判断すべきものと考えます。

1
0
5
4
0
1
0

専修学校が多様なメディアを
高度に利用して履修させる
ことができる授業を採用する
ことにより、総定員数は、自
宅等において当該授業を履
修する学生数が含まれるこ
ととなり、生徒総定員の区分
から割り出した校舎面積を
下回った場合でも、十分な
授業ができると考えられ、教
室等を有効活用できることと
なる。

　専修学校設置基準の一部を
改正する省令（平成18年3月1
日）によって、専修学校が多様
なメディアを高度に利用して自
宅等においても当該授業を履
修することができることとなりま
した。総定員数の区分によって
校舎面積は規定されています
が（専修学校設置基準第２４
条）、多様なメディアにより自宅
等において履修する学生数に
ついては、通学時の教室の確
保等を考慮した上で、この面積
基準における定員数の対象と
しないとする。

学校法
人タイ
ケン学
園

文部科学
省

0820270

地方自治体
が保有する
バスを活用
した路線バ
ス運行の容
認

補助金適化法22
条

基本的に市町村がスクールバスを有償で住民の利用に供する
ことについて文部科学省に対する特段の手続きは不要となっ
ています。ただし、仮にへき地児童生徒援助費等補助金を活
用して購入したスクールバスを市町村が有償で住民利用に供
しようとするときは、補助金適化法第22条等に基づき文部科
学大臣による承認手続きが必要となっています。

Ｄ -

　基本的に市町村がスクールバスを有償で住民の利用に供すること
について文部科学省に対する特段の手続きは不要です。ただし、仮
にへき地児童生徒援助費等補助金を活用して購入したスクールバス
を市町村が有償で住民利用に供しようとするときは、目的外使用に
当たるため、補助金適化法第22条及び「へき地児童生徒援助費等補
助金にかかるスクールバス・ボートの住民の利用に関する承認要
領」に基づき、文部科学大臣の承認手続きが必要となります。
　ご不明な点がございましたら、ご連絡下さい。

Ｄ ―

1
1
5
2
0
3
0

地方自治体とバス事業者と
の間で一定期間以上にわ
たって賃貸契約等を締結す
ることを要件に、事業者が地
方自治体所有のバスを事業
用（乗合バス）として使用す
ることを容認する。

　地方自治体所有のバスを、
一般乗合旅客自動車運送事
業用の車両として活用すること
により、祝休日などに需要の
多いバス路線を開設、増便し、
地域住民の利便性の向上につ
なげる。また、自治体が所有す
るバスの有効活用にもつなげ
る。

（例）
・地方自治体所有のスクール
バスを土日に事業者に貸与
し、郊外の公共施設等への路
線を開設

福井県

文部科学
省

国土交通
省

0820280

廃校施設の
より一層の
有効活用を
促進するた
めの国庫納
付金の算定
方法の改善
について

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条，同法
施行令第14条第
１項，平成９年
11月20日文教施
第87号「公立学
校施設整備費補
助金等に係る財
産処分の承認等
について（通
知）」

（財産の処分の制限）第22条　補助事業者等は，補助事業等
により取得し，又は効用の増加した政令で定める財産を，各
省各庁の長の承認を受けないで，補助金等の交付の目的に反
して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，又は担保に供して
はならない。ただし，政令で定める場合は，この限りではな
い。

Ｄ -

　国庫補助金の交付を受けて整備した公立学校施設をその施設の処
分制限期間内で民間事業者へ有償譲渡して処分する場合，地方公共
団体が得られる対価には国庫補助相当額が含まれることになります
ので，当該学校の設置者である地方公共団体は，国庫補助相当額の
国庫納付が必要となります。
　なお，この国庫納付金の算定は，処分する施設の残存価額を基本
としますが，適正な対価で譲渡する場合には，その譲渡による収入
額のうちの国庫補助相当額を国庫納付金とする取扱いもしており，
ご提案の国庫納付金の算定方法については，既に現行制度上で対応
しておりますので，具体的な案件がありましたら，直接文部科学省
へご相談ください。

Ｄ ―

1
0
4
4
0
1
0

認定を受けた地域再生計画
に基づき補助対象資産であ
る廃校施設を譲渡する場
合、国庫納付額の算定に当
たり、その譲渡価格の範囲
内で納付するよう、算定方法
を改善いただきたい。
①算定式による国庫納付額
（Ａ）≦譲渡価格（Ｂ）
　　算定式のとおり、所定の
金額（Ａ）を国庫納付
②算定式による国庫納付額
（Ａ）≧譲渡価格（Ｂ）
　　譲渡価額（Ｂ）の範囲内
で国庫納付

本道において、廃校施設の有
効活用が緊急かつ重要な課題
となっているが、一定程度公共
施設の整備が進んだことから、
民間による活用も積極的に検
討しなければならない状況に
おかれている。
他方、現行制度上、民間への
譲渡は国庫納付金が必要とな
るが、その算定方法は市場価
格を考慮したものではないこと
から、譲渡価格を上回る国庫
納付金を求められることもあ
り、廃校施設の有効活用を阻
害することが懸念される。
このため、民間による廃校施
設の有効活用をより一層促進
する観点から、地域再生計画
の認定を条件とした上で、国庫
納付金の算定方法の改善を求
めるものである。

北海道
財務省
文部科学
省

図書館法第１７
条

公立図書館
における図
書の有償宅
配サービス
の実現

0820260
文部科学
省

福井県

　公立図書館において、利用
者の希望に応じて、図書の送
料実費や手数料等を徴収して
図書の宅配サービスを行うこと
を容認することで、高齢者や障
害者、児童・生徒をはじめ、仕
事や育児、入院等の理由によ
り、直接、図書館に来館できな
い県民の読書活動の推進につ
ながる。

（例）
・公共交通機関や自転車など
で来館し、たくさんの本を持ち
帰られない時、送料実費を徴
収して宅配
・子どもに絵本を読み聞かせ
たいがどんな本を選んだら良
いか分からない時、送料実費
や手数料等を徴収して、年齢
別のお勧めの本一覧から数冊
を定期的に宅配

公立図書館において、利用
者の希望に応じて送料実費
や手数料等を徴収して、図
書の宅配サービスを可能と
する。

1
1
5
2
0
2
0

　公立図書館においては、図書館法第１７条により、入館料その他
図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならないこ
ととされています。
　図書館資料の利用に関しては、館内閲覧及び貸出、リクエスト
サービス、レファレンスサービス、司書による本の案内等による利
用があります。今回お尋ねの件（「図書の宅配サービス」）につい
ては、これらと異なり、図書の貸出等の完了した後で、利用者の求
めに応じ、当該図書の梱包や発送のサービスを行いこれに要する料
金を徴収するものであることから、「図書館資料の利用の対価」で
はなく、付加的なサービスへの対価であると考えられ、図書館法第
１７条には抵触しないものと考えられます。
　なお、北海道立図書館等、既に、有料で宅配サービスを実施して
いる例があると承知しています。

-Ｄ
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいか
なる対価をも徴収してはならないこととされています。

―Ｄ
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管理
コード

具体的事業
を実現する
ために必要
な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項
管

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

制度の所
管・関係官
庁

0820290

公立社会教
育施設財産
処分に係る
面積要件の
撤廃

「公立社会教育
施設整備費補助
金に係る財産処
分の承認等につ
いて」（平成１０年
３月３１日生涯学
習局長裁定)及び
「公立社会教育
施設整備費補助
金に係る財産処
分の事務処理要
領」３（３）

公立社会教育施設整備費補助金を受けて建設した施設の財産処
分に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律」（昭和３０年法律第１７９号。）及び「公立社会教育施設整備
費補助金に係る財産処分の承認等について」（平成１０年３月３１
日生涯学習局長裁定。）により取り扱っているところです。

Ｄ -

　本事務処理要領は、社会教育施設を一部転用する場合に文部科学大
臣への報告をもって補助金適正化法により求められる承認があったものと
みなすことができる場合の条件として「原則として施設の建物延べ面積の
10％未満又は100㎡未満のいずれか少ない面積に限るもの」と規定してい
るものであり、奈良県香芝市の場合であれば、報告事項としてではなく、
原則通り文部科学大臣の承認の手続をとることにより、当該施設の一部
転用の承認を得ることができるものと考えます。
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公立社会教育施設整備費
補助金に係る財産処分承認
等について（平成１０年３月
３１日生涯学習局長裁定）で
は、一定の要件を満たすと、
国庫補助を受けた施設の処
分（取り壊し、転用）が補助
金の返還なしに可能となる。
ただし、事務処理要領３．報
告事項に該当する要件（３）
では、施設の一部転用につ
いて、原則的に施設の建物
延べ面積の１０％未満又は
１００㎡未満のいずれか少な
い面積に限るものと制限して
いる。香芝市では、この処分
要件に係る面積制限を撤廃
することを要望する。

香芝市中央公民館は現在に
至るまで社会教育施設として
の機能を担ってきた。その中
央公民館の施設の一部として
収容人員1000人の大集会室
があるが、これを文化ホールと
して転用し、施設の有効活用
を図ることを計画している。転
用後は、従来の社会教育活動
を維持することは、もちろんの
こと、質の高い文化芸術講演
を実施するなどして、市民文化
の発信拠点としての役割を担
う施設として位置づけたいと考
えている。

香芝市
文部科学
省

0820300
過疎地遊休
施設自由転
用制度

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条，同法
施行令第14条第
１項，平成９年
11月20日文教施
第87号「公立学
校施設整備費補
助金等に係る財
産処分の承認等
について（通
知）」

（財産の処分の制限）第22条　補助事業者等は，補助事業等
により取得し，又は効用の増加した政令で定める財産を，各
省各庁の長の承認を受けないで，補助金等の交付の目的に反
して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，又は担保に供して
はならない。ただし，政令で定める場合は，この限りではな
い。
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　公立学校施設については，その学校の設置者である地方公共団体
の所有する財産であるので，その財産をどのように活用するかは，
地方公共団体において判断されることと考えております。
　また，国庫補助を受けて整備した公立学校施設を補助目的外に使
用する場合は，財産処分手続が必要となりますが，文部科学省では
当該手続の簡素化・弾力化を行っております。よって，先ずは学校
を所管する地方公共団体に問い合わせていただいた上で，文部科学
省にもご相談下さい。
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補助金等で建設された地方
自治体の遊休施設等の利
用制限等を撤廃し、利用を
促進する。①現実的に未利
用で低生産性の公営住宅・
元学校等を貸別荘・ベン
チャー・ＮＰＯ等への貸与等
で高度有効利用する。過疎
地では細かい条件を満たす
ような利用者は存在しない
に等しく、例えば人口５００の
大川村では、人口換算で１
割程度以上の公営住宅が
遊休している。一方都会に
は田舎暮らしをしたかった
り、事務所の位置などに制
限されないベンチャーやＮＰ
Ｏが存在する。彼らを一泊以
上の体験宿泊、貸別荘、貸
事務所等に貸し出す。②規
制の撤廃

①交流人口の増加による経済
効果、異文化の流入よる活性
化、将来の定住見込み者の囲
い込み、家賃収入（庭付き一
戸建て住宅を、貸別荘にすれ
ば３泊程度で１ヶ月分の正規
家賃収入が得られる）による自
治体の財政の改善、地元企業
への刺激、空き家所有者への
賃貸モデルのの視覚化
③規制によりがんじがらめで
人材不足の新たな発想への意
欲さえ起きないような超高齢化
過疎地域、

（個人）
と地域
の未来
を創る
会、株
式会社
くじら、
有限会
社オダ
タ、有限
会社四
万十くじ
ら、個
人

財務省
文部科学
省

国土交通
省

0820310

「地域の知
の拠点再生
プログラ
ム」にかか
る現代ＧＰ
申請可能件
数の緩和に
ついて

平成１８年度
「現代的教育
ニーズ取組支援
プログラム」公
募要領
【抜粋は別紙】

　「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」は、社会的要請の強い
政策課題に対応したテーマ設定を行い、学長を中心とするマネジメ
ント体制の下で計画され、各大学・短期大学・高等専門学校から申
請された教育プロジェクトの中から、優れた取組を選定し、支援を
行うとともに、広く社会に情報提供を行うことにより、高等教育の更
なる活性化を図るプログラムです。

　本プログラムに対して各大学等が申請できる教育プロジェクトは、
政策課題の重要性及びテーマの性質等を考慮し、以下の通りと
なっています。
・「地域活性化への貢献（地元型）」又は「地域活性化への貢献（広
域型）」のテーマの中から１件。
・「知的財産関連教育の推進」、「持続可能な社会につながる環境
教育の推進」、「実践的総合キャリア教育の推進」「ニーズに基づく
人材育成を目指したe-Learning Programの開発」のテーマの中か
ら２件。

Ｅ -

　「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」は、各大学等がその設置理
念・目的等を踏まえ、自大学等の個性・特色を生かした組織的な教育改革
の取組を、学長のリーダーシップの下で大学全体が一体となって議論し、
申請する取組を決定する過程等において、教育改革の取組が促進される
ことを期待するプログラムであることから、その制度の趣旨に鑑みると、今
回のご提案に対応することは困難であると考えます。

　各大学等の個
性・特色を生か
した組織的な教
育改革の取組
を、学長のリー
ダーシップの下
で大学全体が一
体となって議論
した結果として
複数の申請を決
定した場合にお
いても各取組を
申請できない
か、提案主体の
意見を踏まえ検
討し回答された
い。

「制度の現状」および「措置の
概要」に記載されている事項
については既知のことであり，
今回提案したのは，新たに措
置された「地域の地の拠点再
生プログラム」との関連性を考
慮していただければ可能と考
え，提案いたしました。
大学として，キャンパスが所在
する自治体との連携の取り組
みを検討した際，いずれも現
代ＧＰとして相応しいと学長が
判断した場合，前回提案の当
市の地域性を考慮いただき，
申請可能件数を緩和すること
を検討いただきたい。
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　「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」は、各大学・短期大学・
高等専門学校（以下、大学等とする。）の個性・特色を生かした組織
的な教育改革の取組について、それぞれの大学等の設置理念・目
的等を踏まえつつ、学長（高等専門学校の場合は校長。）のリー
ダーシップの下で大学等が一体となって議論し、申請する取組を決
定する過程等により、大学等の個性・特色を明確にし、それを活かし
た教育改革の取組が促進されるとともに、選定された取組について
について積極的な情報提供がなされることにより、他大学等の教育
改革の参考となり、結果として高等教育全体としての教育改革を実
現していくことを目的としたプログラムです。
　本プログラムの公募テーマ「地域活性化への貢献（地元型及び広
域型）」においては、「地域の知の拠点再生プログラム」との関連性
も考慮しながら申請する取組について検討し、最終的には学長の
リーダーシップの下で議論を集約し、定められた件数の範囲の中で
申請する取組を決定していただくというプロセスが、大学等の個性・
特色を明確にし、組織的な教育改革の取組を促進するためには重
要であると考えています。もとより、補助金による支援の有無にかか
わらず、各大学等が自主的に地域の自治体と連携した取組を進め
ていくことについては何ら問題があるわけではなく、このことが大学
等と地域の連携を制約するものではありません。上記の本プログラ
ムや公募テーマの趣旨に鑑みて、キャンパスが所在する地方公共
団体ごとに取組を検討し、同一テーマについて複数の申請を選定す
ることは適切ではないことから、今回のご提案に対応することは困難
であると考えます。
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現代的大学教育支援プロ
グラム（現代ＧＰ）にお
ける「地域活性化への貢
献（地元型）」につい
て，大学ごとの申請可能
件数が広域型を含めて
「１件」となっている
が，地域再生計画と連携
する場合，この要件を緩
和いただきたい。

函館市においては，現在，
高等教育機関連携が進んで
おり，連携による高等教育
機関機能の向上の可能性に
ついて検討しているところ
であり，「現代ＧＰ」と今
年度新設された「地域の知
の拠点再生プログラム」を
活用した取り組みを検討し
たが，既に他キャンパスで
の申請が決定していたた
め，今年度は断念した経緯
があるが，各大学には，現
代ＧＰや地の拠点にふさわ
しい様々な取り組みがなさ
れていることから，大学等
と地域の取り組みを結びつ
け，事業化したいと考えて
いる。

函館
市、函
館市高
等教育
機関連
携推進
協議会

文部科学
省

0820320

技術力のあ
る中小企業
者に対する
受注機会の
拡大
（競争参加
資格制度の
改善）
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　政府全体としての方針については、別途担当省庁からの回答を御
参照下さい。
　なお、国立大学における競争契約への参加資格については、国か
ら独立した各国立大学法人の判断により、独自の設定・対応が可能
となっています。
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各省庁における物品の製
造・販売に係る競争契約へ
の参加資格者は、企業の年
商などが評価要素の大半を
占める統一資格審査によっ
て格付けされている。この統
一資格審査の基準を改善
し、精密機械や医療機器の
製造など、技術力が必要な
分野については、その技術
力（特許の保有件数など）や
海外を含む製品の製造・販
売実績等を判定要素とする
新たな区分を設ける。また、
「中小企業者に関する国等
の契約の方針」についても、
技術力を適正に評価した競
争参加が行われるよう、具
体的な手法を方針に盛り込
む。

 統一資格審査において、企業
の技術力を評価・格付けする
新たな区分を設けることによ
り、年商など企業総体の格付
けだけでなく、個々の製品の技
術力を生かした適正な競争を
行うことが可能となる。また、
医療機器の製造など、高度な
技術力を要する分野の競争参
加では、適正な競争を担保す
るため、仕様書の内容を審査
する審査会等の設置を規定す
る。さらに、「中小企業者に関
する国等の契約の方針」として
閣議決定されている中小企業
の受注機会の増大のための措
置についても、大企業と中小
企業が技術力で適正な競争が
できるよう、理念ではなく具体
的な手法を持って示すことが
必要である。

三鷹市

財務省
文部科学
省

厚生労働
省

経済産業
省
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